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第３回 熊本県議会 文教治安常任委員会会議記録（平成24年６月22) 

 

第 ３ 回   熊本県議会  文教治安常任委員会会議記録 

 

平成24年６月22日(金曜日) 

            午前10時０分開議 

            午後０時９分休憩 

            午後１時９分開議 

            午後２時50分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 平成24年度主要事業及び新規事業の説明 

議案第１号 平成24年度熊本県一般会計補

正予算(第１号) 

議案第12号 熊本県警察の職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 議案第17号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 報告第１号 平成23年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についての

うち 

 報告第７号 専決処分の報告について 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

 報告事項 

  幸せ実感くまもと４カ年戦略(案)につい

て 

 委員会提出議案 

  警察官の増員を求める意見書 

 ――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 溝 口 幸 治 

        副委員長 山 口 ゆたか 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 上 田 泰 弘 

        委  員 橋 口 海 平 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 田 崎 龍 一 

教育理事 松 葉 成 正 

教育総務局長 松 永 正 男 

教育指導局長 瀬 口 春 一 

教育政策課長 田 中 信 行 

学校人事課長 栁 田 誠 喜 

社会教育課長 石 川 仙太郎 

文化課長 小 田 信 也 

首席審議員兼施設課長 後 藤 泰 之 

高校教育課長 上 川 幸 俊 

政策監兼         

高校整備推進室長 山 本 國 雄 

義務教育課長 緒 方 明 治 

特別支援教育課長 髙 橋 次 郎 

人権同和教育課長 池 田 一 也 

体育保健課長 城 長 眞 治 

警察本部 

本部長 西 郷 正 実 

警務部長 金 高 弘 典 

生活安全部長 岡   正 憲 

刑事部長 堀 江   伸 

交通部長 浦 田   潔 

警備部長 髙 橋 功 作 

首席監察官 木 庭   強 

参事官兼警務課長 吹 原 直 也 

参事官兼会計課長 赤 星   裕 

理事官兼総務課長 甲 斐 利 美 

参事官兼         

生活安全企画課長 浦 次 省 三 

参事官兼刑事企画課長 牧 野 一 矢 

参事官兼交通企画課長 飯 田   繁 
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理事官兼交通規制課長 奥 田 隆 久 

参事官兼警備第一課長 佐 藤 正 泉 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 徳 永 一 博 

     政務調査課主幹 桑 原 博 史 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○溝口幸治委員長 それでは、ただいまから

第３回文教治安常任委員会を開会いたしま

す。 

 まず、開会に当たりまして、一言御挨拶を

申し上げます。 

 第１回委員会におきまして、委員長に選任

をいただきました溝口幸治です。山口副委員

長とともに、円滑な委員会の運営ができるよ

うに努めてまいりたいというふうに思います

ので、先生方、そして執行部の皆様方には、

御指導いただきますようによろしくお願いを

いたします。 

 きょうは、委員会が終わった後、懇親会を

予定しておりますが、残念ながら県警本部は

出席ができませんが、近いうちに出席をして

いただいて、懇親が深められる日を期待して

おりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、よろしくお願いいたします。

(拍手) 

 続いて、山口副委員長からお願いいたしま

す。 

 

○山口ゆたか副委員長 おはようございま

す。副委員長に任命いただきました山口とい

います。 

 １年間、溝口委員長の補佐をしっかりと務

めてまいりたいというふうに思っておりま

す。委員の皆様、そして執行部の皆様、１年

間どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) 

 

○溝口幸治委員長 それでは、本日は執行部

を交えての初めての委員会でありますので、

幹部職員の自己紹介をお願いいたします。 

 なお、自己紹介は課長以上にお願いをし、

審議員ほかについては、お手元の委員会資料

の幹部職員名簿により紹介にかえさせていた

だきます。 

 それでは、田崎教育長から順次お願いいた

します。 

  （田崎教育長、松葉教育理事～城長体育

保健課長の順に自己紹介） 

○溝口幸治委員長 それでは、警察本部の自

己紹介をお願いいたします。 

  （西郷警察本部長、金高警務部長～坂口

警備部機動隊長の順に自己紹介） 

○溝口幸治委員長 １年間、このメンバーで

審議を行いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、平成24年度主要事業の説明に入

ります。 

 教育委員会、警察本部の順に説明を求め、

質疑については、それぞれの説明終了後に受

けたいと思います。 

 なお、執行部の皆さんは、説明等を行われ

る際は、着席のままで行ってください。 

 それでは、田崎教育長から総括説明を行

い、続いて各課長から主要事業等について順

次説明をお願いいたします。 

 

○田崎教育長 総括説明をさせていただきま

す。今委員長がおっしゃられましたように、

着座にて説明をさせていただくことをお許し

いただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 議案の説明に先立ちまして、改めて一言御

挨拶を申し上げます。 

 子供たちの教育に関しては、学習意欲や規

範意識の低下、勤労感やふるさとを愛する態

度の未成熟など、さまざまな課題がありま

す。 

 このような中、教育行政を担当することに
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なりまして、その職責の重大さに身の引き締

まる思いでございます。子供たちの学ぶ意欲

を引き出し、豊かな心を育む教育の充実を図

り、子供たち一人一人を社会の変化に柔軟に

対応し未来を切り開いていくことのできる人

材として育てていくことが教育に課せられた

使命であると考えております。 

 これまで進めてまいりました取り組みを、

学校、家庭、地域社会と連携しながら着実に

前進させ、子供たちのためにという視点に立

って、知恵を絞り、汗をかきながら取り組ん

でいきたいと考えております。 

 溝口委員長を初め、委員の皆様には、本県

の教育行政に対しまして、より一層の御支

援、御協力を賜りますよう、よろしくお願い

を申し上げます。 

 さて、教育委員会では、平成21年２月議会

で議決いただいて策定をいたしましたくまも

と「夢への架け橋」教育プランに沿って、さ

まざまな施策を展開しておりますが、平成25

年度、来年度までの５カ年計画の４年目を迎

えることになり、目標達成に向けスピード感

を持って着実に推進してまいります。また、

次期プランの策定に向けての検討にも着手す

ることといたしております。 

 本年度、当初予算により教育委員会が取り

組みます主な事業等につきましては、この

後、担当課長から説明申し上げることとし、

今議会に提案しております教育委員会関係議

案の概要につきまして御説明させていただき

ます。 

 まず、第１号議案、平成24年度熊本県一般

会計補正予算でございます。27億6,000万円

余の増額補正をお願いしております。 

 主なものといたしましては、教職員人事費

として、教職員の児童手当等を６億5,200万

円余、図書館費として、貴重資料調査・研

究・活用等推進事業を1,200万円余、学校建

設費として、耐震改修事業を11億7,300万円

余、教育指導費として、高校生の留学促進事

業やスクールソーシャルワーカー配置モデル

事業を700万円余、保健体育総務費として、

実践的防災教育総合支援事業を400万円余な

ど計上いたしております。 

 次に、債務負担行為の設定です。 

 教育センターのパソコンリースに要する経

費について設定をお願いしております。 

 次に、報告第１号、平成23年度熊本県一般

会計繰越明許費繰越計算書の報告についてで

す。 

 総額は、15億6,100万円余で、主な内容と

して、高等学校耐震改修事業費、特別支援学

校施設整備事業費等となっております。年度

内に改修等を完了することができなかったた

め、繰り越したものでございます。 

 次に、17号議案、専決処分の報告及び承認

についてですが、これは熊本県育英資金貸付

金の支払い請求に係る訴えの提起に係るもの

です。 

 以上が今議会に提案申し上げております議

案等の概要でございます。詳細につきまして

は、後ほど担当課長から説明させますので、

御審議のほどどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

○田中教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 お手元の説明資料、平成24年度主要事業及

び新規事業をお願いいたします。 

 まず、１ページから８ページでございま

す。こちらは、教育委員会の組織機構、それ

から分掌事務でございます。恐縮ですけれど

も、この説明は省略させていただきます。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 教育委員会全体の平成24年度当初予算総括

表でございます。 

 当初予算は、骨格予算としての編成でござ

います。一般会計予算は、総額1,522億9,200

万円余となっておりまして、前年度比で34億

8,600万円余の減となっております。各課別
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の内訳は、表のとおりでございます。この一

般会計に２つの特別会計を加えました当初予

算総額は、1,540億8,000万円余となりまし

て、前年度比で35億2,100万円余の減となっ

ております。この後、各課から主要事業及び

新規事業を説明いたします。 

 まず初めに、教育政策課でございます。10

ページをお願いいたします。 

 教育振興基本計画推進事業でございます。 

 本県の教育振興基本計画でございますくま

もと「夢への架け橋」教育プランの推進を行

うものでございまして、事業内容として、１

の進捗管理を行う推進委員会を開催しますと

ともに、３のくまもと教育の日の取り組みや

４の知事の出前ゼミなどを実施するものでご

ざいます。 

 次に、11ページをお願いいたします。 

 「授業マイスター」認定事業でございま

す。 

 事業内容の１に記載のとおり、授業力に秀

でた教員を授業マイスターとして認定し、公

開授業や研修会等を通じて授業スキルを他の

教員に伝授することで、本県教員の指導力向

上を図るものでございます。 

 次に、12ページをお願いいたします。 

 熊本県教育情報化推進事業でございます。 

 事業目的に記載のとおり、児童生徒の情報

モラルを含めた情報活用能力の育成、それか

らＩＣＴ、いわゆる情報通信技術を活用しま

した確かな学力の定着、それと教員の負担軽

減につながる校務の情報化に向けて教育活動

全般における情報化を推進するものでござい

ます。  

 事業内容１のＩＣＴ機器やネットワーク等

の情報環境の整備、それから４に記載してい

ます情報モラル教育の充実などに取り組んで

まいります。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 上段の教職員福利厚生事業は、公立学校共

済組合熊本支部が行います人間ドックやメン

タルヘルスなどの福利厚生事業に対して公立

学校共済組合熊本支部に補助金を交付するも

のでございます。 

 下段の教職員住宅建設償還金及び財産処分

費は、教職員住宅の維持管理を行うもので、

事業内容１の平成８年度から13年度までに建

設した住宅に係る償還金、それから２に記載

しております廃止教職員住宅の売却手続に要

する経費でございます。 

 教育政策課につきましては、以上でござい

ます。 

 

○栁田学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 14ページをお願いします。 

 「夢への架け橋」教育支援事業でございま

す。 

 事業目的は、退職教員等の知識や経験を活

用して、児童生徒の学力の向上及び教員の負

担軽減を図るものでございます。 

 事業内容は２つございまして、１つが、小

中学校サポーター、これは、小中学校に非常

勤講師を配置いたしまして、教室外登校者の

学習指導や小学校３年生の算数の授業強化等

を行うものでございます。各教育事務所に計

19人を配置いたしております。また、別途、

国の緊急雇用創出基金を活用いたしまして、

同じく19名を配置いたしております。 

 もう一つが、特別支援学校サポーターでご

ざいます。これは、県立の特別支援学校に非

常勤の介助員を配置いたしまして、重複障害

者の児童生徒の食事ですとか排せつ、教室の

移動などの日常生活の支援を行うものでござ

います。特別支援学校に計33名を配置してお

ります。 

 以上でございます。 

 

○石川社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 資料は15ページをお願いいたします。 
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 まず、「親の学び」推進事業は、さまざま

な機会を通して、家庭の役割や家庭教育の重

要性の啓発、保護者の実態に応じたきめ細や

かな学習・相談機会の提供を行い、家庭の教

育力の向上を図るものでございます。 

 特に、保護者の家庭教育に関する意識や学

びが子供の豊かな成長にとって大切であるこ

とから、子供の成長段階に応じた参加体験型

の「親の学び」プログラム事業としまして、

事業内容１のプログラム進行役養成講座の開

催やプログラムトレーナーの育成、派遣等を

行い、プログラムの普及、啓発を推進しま

す。 

 次に、16ページの子どもの読書活動推進支

援事業ですが、事業内容１の本の読み聞かせ

や学校図書館の環境整備などを行う読書ボラ

ンティアの資質向上を図るための読書応援ボ

ランティア養成講座の開催や、事業内容２の

県民に子供の読書活動の重要性を啓発する熊

本県子どもの読書活動推進フェスティバルの

開催などにより、子供の読書活動支援に取り

組むものでございます。 

 次に、17ページの学校図書館デザインサポ

ート事業ですが、事業内容に記載のとおり、

図書館の環境づくりや選書、図書館の運営等

について、専門的知識を有するサポーターを

学校に派遣し、アドバイスを行うことで学校

図書館の充実を図ってまいります。 

 次に、18ページの放課後子ども教室推進事

業ですが、放課後や週末等に小学校の余裕教

室等を活用しまして、地域の方々の参画を得

て、子供たちの学習活動やスポーツ、文化活

動を実施するものでございます。本年度は、

28市町村、70教室を予定しており、子供たち

が地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる

環境づくりを推進してまいります。 

 次に、19ページの地域教育コーディネータ

ーの育成・活用事業ですが、地域の方々の参

画による地域の実情に応じた取り組みを有機

的に組み合わせまして、学校支援として授業

等における学習補助や教員の業務補助、ま

た、家庭教育支援として親への学習機会の提

供や相談対応により、子供の教育を一体的に

支援する体制づくりを推進するものでござい

ます。そのために、本年度は、学校、地域団

体、保護者間等の連絡調整を担う地域教育コ

ーディネーターを23市町村に配置することと

しております。 

 最後に、20ページの防災教育キャンプ推進

事業ですが、東日本大震災で住民が長期間学

校の体育館等で避難生活を送る事態となった

ことを踏まえまして、体験型の防災教育プロ

グラムを実施する防災教育キャンプを地域住

民の参画を得て実施し、青少年に対する防災

教育を推進するものでございます。天草青年

の家と豊野少年自然の家を避難所と想定しま

して、それぞれ８月と10月に実施する予定と

しております。 

 社会教育課は以上です。 

 

○小田文化課長 文化課でございます。 

 資料の21ページをお願いいたします。 

 まず、鞠智城整備事業でございます。 

 文化財を活用した歴史公園の完成を目指

し、整備を実施しております。本年度は、平

成５年度からの整備事業の成果を総括する整

備報告書の作成及び昨年度、24年の３月でご

ざいますけれども、刊行いたしました調査の

総合報告書で明らかになった鞠智城跡の歴史

的・学術的価値を広く示し、鞠智城跡の認知

度向上を図るとともに、特別史跡指定に向け

て取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、文化財広域連携推進事業でございま

す。 

 広域に所在する複数の文化財を保存、活用

するため、自治体の枠を超えた文化財の保存

修理、活用計画の策定等を進めるとともに、

保存、活用の組織づくりを支援します。 

 あわせて、新たな文化財の国の登録や指定

等を進めてまいります。本年度は、人吉・球
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磨地域の古社寺群の学術調査の成果をもとに

取り組んでまいりたいと思っております。 

 次に、22ページをお願いいたします。 

 細川コレクション永青文庫推進事業でござ

います。 

 本県の文化芸術の発展や観光振興に寄与す

ることを目的に、公益財団法人永青文庫が所

蔵する美術品等の一部を、県立美術館細川コ

レクション永青文庫常設展示室、これは平成

20年４月25日に開館いたしました、これに展

示するとともに、展覧会への活用を目的とし

た調査、研究、修復及び啓発事業、広報活動

を通して、県内外に周知を図ってまいりたい

と思っております。 

 また、本年度は、県立美術館本館２階第１

室を細川コレクション常設展示室として拡充

してオープンいたしております。県内外から

の観覧者に、より多くの名品が観覧できるよ

う推進してまいりたいと思っております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○後藤施設課長 施設課でございます。 

 資料は23ページでございます。 

 まず、耐震改修事業でございます。 

 震災時における児童生徒及び教職員の安全

を確保するため、特定建築物及び非木造の２

階建て以上、または床面積が200平米を超え

る建物につきまして、県立学校の耐震化を進

めるものでございます。 

 事業内容につきましては、耐震診断の結

果、耐震性がないと判断された建物につきま

して、耐震壁、鉄骨ブレース等の耐震改修工

事を行ってまいります。 

 次に、24ページをごらんください。 

 校舎新・増改築事業でございます。 

 県立高等学校の安全性を確保し、施設の整

備充実を図るため、老朽・危険施設の改築等

を行うものでございます。 

 平成24年度は、事業内容１の翔陽高校教室

棟改築事業、２の球磨工業高校管理棟の改築

事業、３の水俣工業高校普通教室棟の耐震及

び内部改修事業、４の翔陽高校実習棟改築事

業及び５の高森高校教室棟改築事業を実施し

てまいります。 

 次に、25ページをごらんください。 

 特別支援学校施設整備事業でございます。 

 県立盲・聾・支援学校の老朽施設の改修な

どの実施により、施設の安全性を確保し、学

習環境の向上を図るものでございます。 

 事業内容１、校舎等改修事業の(2)につき

ましては、重度・重複障害児童生徒を対象と

する新校設置に伴います基本設計・実施設計

委託を行うものでございます。 

 以上でございます。 

 

○上川高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 資料の26ページをお開きください。 

 まず、特色ある学校づくり支援事業でござ

います。 

 本事業は、事業目的にありますとおり、地

域に貢献できる人材の育成を図るとともに、

特色ある学校づくりを目指すため、生徒一人

一人の進路希望を実現できるよう、進学指導

や体験活動等を実施するものでございます。 

 事業内容１の地域進学重点校育成事業で

は、重点校10校を指定し、(1)にあります合

同合宿や(2)の進学講演会を実施いたしま

す。 

 このうち、合同合宿では、３年生を対象と

した２泊３日の宿泊研修を実施します。宿泊

研修の内容は、国数英の学習講座、入試情報

講話、卒業生による合格体験談などとなって

おります。 

 次に、事業内容２の新設校支援事業では、

再編整備に伴う新設校５校を対象に人材育成

の支援を行います。 

 このうち、(1)の自分らしさ発見講座で

は、経営者や農業従事者など、各学科に関連

した分野で活躍している社会人を招いての講
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演会などを行っています。 

 27ページをお願いします。 

 英語授業改善プロジェクトでございます。 

 本事業は、事業目的にありますとおり、平

成25年度から実施される新学習指導要領に規

定された授業を英語で行うことへの対応や、

生徒の英語による発信力育成のための授業実

践を支援するものでございます。 

 事業内容１の英語指導法研究拠点校事業で

は、研究拠点校４校及び協力校４校の計８校

を指定し、英語指導法の研究などを行ってま

いります。 

 また、事業内容２の英語教員支援事業で

は、県立高校英語教員を対象に、８月に２泊

３日の集中研修を実施し、英語教員の指導力

及び専門性のさらなる向上を図ってまいりま

す。 

 28ページをお願いいたします。 

 就業支援プロジェクトでございます。 

 本事業は、事業目的にありますように、生

徒の専門性の深化、進路目標の確立を図るこ

とを目的に、熟練技能者等を工業高校や農業

関係高校など専門高校に派遣し、講演会を通

して授業では取得できない技術の実技指導を

行い、生徒の実践的な技術、技能の習得を目

指すものでございます。 

 具体的には、事業内容１から３にあります

各種の講習会を実施します。なお、資料には

記載がございませんが、本事業により、これ

までに、ものづくりコンテスト全国大会優勝

やジュニアマイスター認定者数全国５位など

の成果が出ております。 

 29ページをお願いします。 

 キャリア教育推進事業でございます。 

 本事業は、事業目的にありますように、生

徒に自己の職業適性や将来設計について主体

的に考えさせるとともに、環境への責任ある

行動をとりながら、社会に貢献する能力や態

度の育成を図るための事業でございます。 

 事業内容にありますインターンシップ等推

進事業やキャリア教育の推進を図るための研

究協議会等を実施し、生徒一人一人の社会

的・職業的自立を図ってまいります。 

 30ページをお願いいたします。 

 就農教育連携支援事業でございます。 

 本事業は、事業目的にありますように、農

業関係高校と行政機関、地域農業界とが連

携、協働し、農業を担う人材の確保、育成を

図るものでございます。 

 事業内容２の就農教育プログラムの実践で

は、(3)のとおり、農業関係高校の中から研

究指定校を選定し、就農教育プログラムの研

究開発を行っております。 

 31ページをお願いいたします。 

 最後に、県立高等学校教育整備推進事業等

でございます。 

 高校再編関係の事業につきましては、複数

の事業予算に分かれておりますので、このよ

うにまとめて記載しております。 

 事業内容でございますが、１点目として

は、県立高等学校再編整備等基本計画で後期

の再編対象として位置づけているものについ

て実施計画の策定に向けた検討を進めてまい

ります。 

 ２点目として、中期再編整備対象校につい

て、新設水俣高校体育館や玉名高等学校附属

中学校技術棟などの施設整備を進めてまいり

ます。 

 ３点目として、前期・中期再編整備対象校

の円滑な運営ができますよう、所要の措置を

行ってまいります。跡地の利活用についての

検討のほか、上天草高校及び矢部高校の関係

校に通学する生徒への通学支援等を行ってま

いります。 

 高校教育課につきましては、以上でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 

○緒方義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 資料は32ページからでございます。 
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 まず、32ページの学力向上対策事業でござ

います。 

 本事業は、本県における児童生徒の学力向

上を図るための事業でございます。 

 事業内容の１の教職員研修会等を通じ、教

職員の指導力の向上に努めるとともに、２に

あります熊本県学力調査(ゆうチャレンジ)等

を開発、実施し、教科における基礎的・基本

的事項の定着状況を客観的に評価することに

より、児童生徒の学力の課題を明らかにし、

授業改善を図ってまいります。 

 次に、いじめ・不登校対策総合推進事業で

ございます。 

 本事業は、いじめ、不登校の積極的予防及

び解消に向け、総合的な対策を実施するもの

でございます。 

 事業内容１にあります教職員に対する生徒

指導等の充実に向けた研修やいじめ根絶シン

ポジウムを実施してまいります。 

 また、２にあります専門的知識を持ったス

クールカウンセラー等の専門家を活用し、教

育相談体制の充実を図ってまいります。 

 33ページをお願いします。 

 子どもたちの未来を拓く教育環境改善事業

でございます。 

 本事業は、学校だけでは解決が困難な家庭

環境等に起因する不登校等の問題の解決を図

るための事業でございます。教育、福祉、医

療、行政等の関係機関との連携を機動的に図

り、本人の課題に対処する力を高めていくた

めのシステムづくりを行うスクールソーシャ

ルワーカーを引き続き各教育事務所に配置

し、子供を取り巻く環境の改善に努めてまい

ります。 

 次に、「かがやけ！肥後っ子」事業でござ

います。 

 本事業は、本県の就学前教育の基本方針を

示す肥後っ子かがやきプランに基づき、子供

をたくましく心豊かに育む環境づくりを推進

するための事業でございます。 

 事業内容に記載の各種研修会等を実施し、

関係機関の連携を深めるとともに、幼稚園等

における教育・保育活動の充実を図ってまい

ります。 

 34ページをお願いします。 

 日本一の環境教育「水俣に学ぶ肥後っ子」

推進事業でございます。 

 本事業は、水俣病についての正しい理解を

図り、環境保全活動や環境問題の解決に意欲

的にかかわろうとする態度や能力の育成を図

るため、県内全ての小学校５年生を水俣に派

遣するものでございます。 

 次に、くまもと中学生英語力アップ支援事

業でございます。 

 本事業は、本県中学生の英語力の向上を図

るため、英語教師の資質向上に向けた研修会

を実施するとともに、本県で作成した英語音

声ＣＤの授業での活用を促す教材を開発、配

付するものでございます。 

 最後に、道徳教育総合支援事業でございま

す。 

 本事業は、本県独自の道徳教育用郷土資料

「熊本の心」の活用を進めるため、推進校を

指定し、活用に向けた研究を進めるととも

に、道徳教育推進教師の研修会を開催し、本

県全体における道徳教育の推進を図るもので

ございます。 

 以上でございます。 

 

○髙橋特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 資料は35ページからお願いいたします。 

 まず、特別支援教育充実事業でございま

す。 

 本事業は、事業目的にありますとおり、障

害のある幼児、児童生徒の望ましい教育的支

援のあり方を追求するとともに、特別支援教

育の充実、推進に向け、事業内容に記載の各

種事業を実施して、特別支援学校における専

門性の向上を図るものでございます。 
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 次に、ほほえみスクールライフ支援事業で

ございます。 

 本事業は、事業目的にありますとおり、医

療的ケアが必要な児童生徒の安心、安全な学

習環境の整備と保護者の介護負担を軽減させ

るため、特別支援学校に看護師を配置し医療

的ケアを行うとともに、研修を受けた教員が

看護師と連携して医療的ケアの一部を行うも

のでございます。 

 36ページをお願いいたします。 

 特別支援学校キャリアサポート事業でござ

います。 

 本事業は、事業目的にありますように、特

別支援学校生徒に対する就職支援や早期離職

防止を図るため、キャリアサポーター３人を

拠点校に配置し、求人開拓や就職指導等を行

うものでございます。 

 次に、特別支援教育総合推進事業でござい

ます。 

 本事業は、事業目的にありますとおり、特

別支援教育の支援システムや支援の充実、専

門性の向上、理解啓発等を図るためのもの

で、幼稚園、保育所、学校、家庭、福祉等の

関係機関と連携して、事業内容に記載の各種

事業を実施し、ネットワークの構築を図ると

ともに、特別支援教育の研修に取り組んでま

いります。 

 特別支援教育課は以上でございます。 

 

○池田人権同和教育課長 人権同和教育課で

ございます。 

 資料の37ページをお願いいたします。 

 各種人権教育研修事業でございますが、こ

の事業は、学校教育におきまして、人権教育

推進に中心的にかかわります各学校の管理職

や人権教育主任等を対象として、さまざまな

人権問題についての認識を深め、実践的な指

導力の向上を図るために各種研修を実施する

ものでございます。具体的には、１から５の

研修会等を予定しております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○城長体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 最初に、38ページをごらんいただきたいと

思います。 

 防災教育推進事業でございますが、本事業

は、東日本大震災で明らかとなりました学校

における防災教育の課題解決のために、学校

における防災教育の効果的な指導法や防災管

理のあり方等について研修を深め、みずから

命を守るために主体的に行動する児童生徒の

育成を図ることを目的に実施するものでござ

います。 

 主なものとして、県内の小中高等学校及び

特別支援学校の校長、副校長または教頭、Ｐ

ＴＡ等の学校関係者を対象とした防災教育研

修会を実施するものでございます。 

 次に、39ページをごらんください。 

 学校体育推進事業でございますが、本事業

では、学校における体育・スポーツの充実を

図ることを目的として、文部科学省事業への

派遣や県内講習会の開催等を実施しておりま

すが、本事業の中で、中学校の武道必修化に

伴う施策の一つとして、新たに中学校武道安

全指導講習会を上げております。 

 中学校武道安全指導講習会につきまして

は、武道領域、剣道を担当する教員全員を対

象とした講習会を４月20日に、柔道を担当す

る教員全員を対象とした講習会を４月24日

に、それぞれ実施済みでございます。 

 次に、40ページをごらんください。 

 優秀競技者・指導者育成支援事業でござい

ます。 

 本事業は、昨年度と一昨年度にわたり２カ

年実施しておりましたトップアスリート支援

指導者育成事業の成果と反省を踏まえ、県主

導のもとで、指導者ばかりでなく、競技者自

身をも対象として、将来を見据えた競技者及

び指導者の資質向上を進めることによって、
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本県の競技力の向上を総合的に図ろうとする

ものでございます。今年度から３年間実施す

ることとしております。 

 41ページをごらんください。 

 健康教育推進事業でございます。 

 本事業は、児童生徒が生涯にわたり健康で

安全な生活を営むことができる資質や能力の

育成を目的として、各種指導や研修会を実施

するものでございます。 

 事業内容ですが、小中高等学校及び特別支

援学校の歯・口の健康づくり、学校における

フッ化物洗口でございますが、そして保健教

育及び安全教育を推進するための学校保健安

全指導を実施しております。 

 また、小中高等学校及び特別支援学校の保

健主事、養護教諭等の健康教育担当者を対象

に、健康教育推進上の課題やその重要性につ

いての認識を高めるため、健康教育担当者研

修会を開催することとしております。 

 体育保健課からは以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 以上で説明が終了いたし

ましたので、質疑を受けたいと思います。質

疑はございませんか。 

 

○大西一史委員 まずは、36ページの特別支

援教育課のほうなんですけれども、特別支援

学校生徒に対する就職支援ということで、キ

ャリアサポーター３人の配置と、これは非常

に重要なことだなというふうに思います。な

かなかやっぱり就職というのが厳しい、ただ

でさえ厳しい状況の中で、特別支援学校の生

徒の就職というのは厳しいと思うんですが、

これでちょっとお尋ねなんですが、就職後の

早期離職防止というふうになっています。就

職後の早期離職というのが、例えばどの程度

の人数であるとか割合であるとか、あるいは

自己都合なのか会社都合なのか、いろんな要

素があると思うんですが、どういう状況かと

いうのをちょっとまず教えていただきたいと

思います。 

 

○髙橋特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 特別支援学校からの就職者の場合、それほ

ど離職は多くございません。それは、在学中

に作業学習等で働く経験を十分積み重ねてお

りますので、一般の高校生に比べると非常に

率としては少のうございます。 

 それと、自己都合かあるいは会社の都合か

ということでございますけれども、やっぱり

生徒の能力とか特性と企業の仕事内容等との

ミスマッチ、そういったことはございます。

これと、やっぱりどうしてもコミュニケーシ

ョンがうまくとれなかったりとか、そういっ

たことで会社にいづらくなったりというよう

なことでの離職、その場合、本人の自己都合

という形にはなりますけれども、やはり会社

との関係の中で、そういったことが出てくる

ことが結構ございます。 

 以上でございます。 

 

○大西一史委員 この問題というのは、非常

にやっぱりなかなか社会の理解、会社の理解

も含めてなんでしょうけれども、非常に重要

なことだと思うので、そういう意味では、こ

のキャリアサポーターの方が、ある意味では

生徒に対するサポートと同時に、対外的な面

でのコーディネート機能を発揮していただけ

るようにしないと、なかなか特別支援学校生

徒が就職をするということは非常に難しい。

早期離職という意味では、そんなに多くはな

いということですけれども、やっぱりそうい

ったものに少しきめ細やかに目配りをしてい

ただくようにお願いをしたいというふうに思

います。 

 それと、済みません、ちょっともう１点で

すが、主要事業というわけではないんですけ

れども、学校の教育現場の安全、安心という

ことが共通してこれはあると思うんですが、
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１つは、通学路の安全点検ということに関し

て、これは都道府県教育委員会に文部科学省

が、大臣名で通知が来ているのかどうかわか

りませんが、来ているというふうに思いま

す。 

 これは、京都府の亀岡であるとか千葉県の

館山とかで登校中の生徒児童らに車が突っ込

んだというようないろいろ非常に厳しい事故

が起きているということもあって、安全対策

をやりなさいと。これはいろいろあれする

と、国土交通省と警察庁とも連携をして、通

学路での事故の再発防止に向けて３省連携で

協議するということになっているんですが、

これはどうも８月末までにほぼ全ての通学路

の安全点検を終えてしまうということなんで

すが、かなりの数があると思うんですよね。 

 この辺について、あと２カ月ぐらいの期間

でできるのかどうか。それから、あと、きょ

うは県警も見えていますので、県警のほうと

もどういう協力をやりながらやるのかという

こと。それと、もう１つ、せっかく点検をや

るのであれば、地域の交通安全協会であると

か、そういった方々、防犯――防犯はちょっ

と違うかもしれませんが、そういった方々が

交通指導を日々されていますので、いろいろ

気づきがあると思うんですね。そういったと

ころとの連携というのをどういうふうに考え

ておられるのかという、この３点をちょっと

お聞きしたいと思います。 

 

○城長体育保健課長 通学路の安全の確保に

つきましては、文部科学省の通知を受けまし

て、５月９日に、第１回目ということで点検

をするように指示をしております。その後、

５月30日に、また国のほうから、警察とそれ

から文部科学省あわせて、先ほど先生がおっ

しゃられましたように点検の報告を求めたも

のが来ておりますので、２回に分けて通知を

しておりますので、８月の末までに提出とい

うことについては、もう事前に点検は済んで

おりますので、この様式にのっとった形での

報告は十分可能じゃないかなというふうに考

えております。 

 

○大西一史委員 大体８月末までには安全点

検は全部終えられるということで、通知に基

づいたり様式に基づいたあれというのができ

るということなんでしょうけれども、現実問

題として、やっぱり注意するポイントという

のは地域によって相当違うというふうに思う

んですね。 

 そういう意味では、せっかく作業をするわ

けですから、現場の声をもう少し聞いてもら

う努力をしていただくということをお願いし

ておくということと、それと、あとやっぱり

交通安全施設であるとか、そういう対策の

面、そういった面で配慮をすれば随分変わる

箇所も出てくると思うんですね。いろんな要

望が地域から私たち議員のところにも上がっ

てきますけれども、そういったものもできる

だけ現場で吸い上げていただきたいというこ

とを、これはお願いをしておきます。 

 それと関連して、済みません、委員長。 

 もう１つ、学校のいろんな防犯対策の中

で、県立学校あたりで防犯カメラあたりをつ

けている学校があると思うんですけれども、

その状況というのは、どういうふうな。例え

ば全県立学校のうち何校ぐらい、特別支援学

校も含めてですけれども、どのくらいあるの

かちょっと教えてもらえますか。わかりま

す。つけているところとつけていないところ

がありますよね。 

 

○溝口幸治委員長 それは調べてもらえる…

…。 

 

○大西一史委員 わからないんだったら、後

で教えていただきたいと思うんですが、実は

これは山形県なんですけれども、教育委員会

が全ての公立学校と特別支援学校全部に防犯
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カメラをつけていると。2011年度に予算をつ

けてやっているんですね。これはやっぱり抑

止効果、これはオウムの高橋容疑者が防犯カ

メラで捕まったということがありますが、要

は、抑止効果と、それから、そういう意味で

は、捜査――いろんなことをやっていく上

で、事件、事故が起こる上で、非常にこれは

やっぱり防犯カメラの設置というのは私は大

きいと思うんですね。 

 ですから、この辺は、なかなか予算がない

という話があると思うんですが、実は県立学

校等々は警備を委託していますよね、警備会

社に。あれ、多分５年ぐらいの更新になって

いると思うんですよ、大体。どこの御家庭で

入ってるやつもそうだろうし、恐らくそうな

っていると思うんですが、その仕様書の中に

こういったものを織り込むことによってコス

トがかなり安くできるんじゃないかという声

もちょっと現場のほうで聞いたんですね。で

すから、そういったことの対策をやっていた

だきたいというふうに思うんですが、いかが

でしょうか。 

 

○後藤施設課長 防犯カメラにつきまして

は、今個人情報の関係がありまして、顔を撮

る場合は、何か管財課を通してですね、情報

のほうの委員会にかけて設置するようになっ

ております。ちょっと数は忘れましたが、数

校つけておりまして、そこにつきましては、

数年前にまとめて設置の許可をとって今つけ

ておるところです。 

 近年、非常に学校の中にちょっと事件性の

あるものがありますので、関係の各課と今協

議して、どういう形でつけていくか協議して

いるところでございます。 

 

○大西一史委員 そういう個人情報保護の問

題とかプライバシーの問題とかいろいろある

と思いますが、もう既によその県でやってい

ますからね。全国がつけているということを

考えれば、恐らく人権の問題だとか個人情報

の問題等とか全てクリアしているはずです。

だから、それはそういったところの他県の状

況を聞いて勉強をして、私は効果があるとい

うふうに思いますので、その辺はぜひやって

いただきたいということを要望しておきま

す。 

 以上です。 

 

○城下広作委員 教育政策課ですけれども、

児童生徒のＩＣＴ化ですね。これは各学校で

かなり差があると思うんですよ、進んでいる

ところと進んでないところ。県全体でいえ

ば、これは指導者の負担も考えていくと。ま

た今からの時代、当然これはもう否定できな

い、社会に巣立っていくと、必ずそれがない

と、ある意味で社会で対応できない。遅かれ

早かれもうやらなきゃいけない、これはみん

ながわかっていること。だけど、学校現場で

はかなりの差があると、これをどうやって平

準化といいますか、向上していくかという。 

 例えば、ある町は電子黒板を全小学校に導

入してどんどん取り入れてやっている、ある

ところは導入したけれども、ビニールシート

をかぶせてそのまま使ってないという、そう

いうようなところもあると聞いたりして、こ

の辺の考えをどうある程度標準化していくか

と。 

 この基本的な対策、私はどんどん進めるべ

きだと。教育のやり方も、従来のやり方と新

しいやり方を交互にやりながら、いい部分を

尊重していくという指導なんかもやるとい

う、これはちょっと１つ確認です。 

 もう１つ、体育保健課の分で、防災教育推

進の分で８月６日に県立劇場で防災教育をや

る。小学校の校長先生も教頭もざっと呼ぶ

と。ＰＴＡとかそういう方も呼ぶと。これは

1,800名入るんですね。私は、これを満杯に

するぐらいに――片田教授が来るんですよ

ね、釜石の奇跡を生んだ。本当に99.8％の、
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ほとんど学校の生徒が亡くならなかったと。

すぐ逃げるという教育を２年、３年と徹底し

てやっていたと。親にも、その教育が子供か

ら親に伝わるという教育を徹底してやられた

というすばらしい教授なんですけれども、こ

の方の話を聞くと、大概防災の感覚が変わる

とよく言われております、いろんなところで

やられて。 

 これ実際に、校長先生とか副校長とか来な

い人も意外といるのかなと心配しているけれ

ども、その辺のところの状況はどうなのかな

と。トップの意識で全然防災教育は変わるも

のですから、この辺の状況を教えていただき

たいと。 

 

○田中教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 ＩＣＴの整備状況でございますけれども、

この学校の整備につきましては国の整備目標

がございまして、校務用パソコンですと教職

員１人１台とか、あと教育用のパソコンは児

童生徒3.6人に１台とか、そういう整備目標

がございます。これに沿ったところで、県に

つきましては、スクールニューディール構想

などを利用いたしまして、今、その目標をほ

ぼ達成するぐらいの整備ができたところでご

ざいます。 

 あと、市町村の小中学校につきましては、

国の補助事業を活用する整備主体が市町村と

いうことでございまして、それぞれの市町村

のちょっと温度差はありまして、結構それが

進んでいるところ、まだまだというところも

ございますけれども、そちらの取り組みにつ

きましては、私たちとしても情報提供をしな

がら、そして研修につきましては、こちらの

教育センター等で研修を進めながら、このＩ

ＣＴ活用と、いわゆる先ほど言われました電

子黒板の活用とか、そういう研修を進めなが

ら情報化の推進に取り組んでいるところでご

ざいます。 

 

○溝口幸治委員長 もう１点、防災教育推進

について。 

 体育保健課、城長課長。 

 

○城長体育保健課長 ８月６日の研修会でご

ざいますが、コンサートホールを会場として

おりますので、1,800名ということで、各学

校の管理職につきましては大体750程度、そ

してＰＴＡも同じ数ぐらいですので、大体1,

400以上は埋まると思います。あと400名ほど

余裕がございますので、ホームページ等を通

じまして県民の皆様に、一般に参加を呼びか

けて、満杯になり次第締め切らせていただき

ますけれども、広く県民に御案内をしたいと

思っております。公立学校だけではなく、私

学のほうにも通知を出しておりますので、ほ

ぼ管理職については参加できると思います。

もし学校行事等でどうしてもという場合に

は、別途管理職の先生方には同じ内容を提供

できるような形をとりたいというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 しっかり頑張ってくださ

い。 

 

○上田泰弘委員 今のに関連してです。８月

６日って、これ何曜日になります。 

 

○城長体育保健課長 月曜日になります。 

 

○上田泰弘委員 何時からされるんですか

ね。 

 

○城長体育保健課長 午後１時から開催の予

定でございます。 

 

○上田泰弘委員 私、今小学校でＰＴＡの役

員なんかやっているんですけれども、これも

 - 13 -



第３回 熊本県議会 文教治安常任委員会会議記録（平成24年６月22日) 

非常にいい取り組みだと思います。それと、

社会教育課が「親の学び」推進事業なんかも

やってて、振興局でやられてるんですよ。そ

れ、いずれも平時の昼間なんですよね。こ

れ、普通やっぱり保護者としては行きたいん

ですけれども、やっぱり仕事があって行けな

いという声が非常に多いんですよ。せっかく

いいことをされているのになかなか行けな

い、あるいは休みがとれないという保護者の

方もいらっしゃるものですから、人件費とか

いろんな問題もあるのかもしれませんけれど

も、家庭で教育しようと思うんだったら、や

っぱり保護者が行かなければいけないと思い

ますので、そういう保護者も行けるような時

間帯にもセッティングをしていただきたいと

いう、これは要望でございます。お願いして

おきます。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○山本秀久委員 11ページ、教育政策課。 

 ここにマイスターと書いてありますね。こ

のことについて、どういうふうな教育の方針

をしているのか、その説明をまず聞きたいと

思いますが。 

 

○田中教育政策課長 11ページに書いており

ます授業マイスターの認定事業でございま

す。これは、県内の小中高、特別支援学校の

中で、授業力に秀でた、いわゆる子供に対す

る教え方が上手だという先生、教員の模範と

なる教員という方々をマイスターとして認定

いたしまして、この方々の公開授業を県内の

先生たちが見にくると。そして、その上手な

先生の授業の進め方を勉強して自分たちも勉

強するというものでございます。 

 今、こちらに入れておりますけれども、昨

年度から始めまして、12名の方々をマイスタ

ーとして認定いたしまして、昨年度、６名の

方に公開授業をやっていただきまして、各先

生たちに見ていただいたということでござい

ます。 

 

○山本秀久委員 その結果は、どういうふう

な反響が出ているわけ。その調査はしてある

わけ。 

 

○田中教育政策課長 この公開授業につきま

しては、公開授業をやった後に、見学に来て

いただいた先生たちと一緒に研究会をやって

おります。何でこのようなやり方をやったの

かとか、それに対する効果はどうですかと

か、そのようなマイスターの方々と先生たち

の意見交換等をやりますし、あわせて、先生

が使った教材などを共有するというような仕

掛けなんかもやりまして、今進めているとこ

ろでございまして、その参加した先生たちの

反応といたしましては、やっぱり本当に秀で

た先生の、マイスターの授業は勉強になると

いうことで、今持ち帰っていろいろと研修を

重ねているところだというふうに評価してお

ります。 

 

○山本秀久委員 その成果は、参加された先

生方のその後の授業の成果というものは、ど

ういうふうな状態か、そういうのまで調査し

ていますか。 

 

○田中教育政策課長 まだ昨年度始めたばか

りでございまして、昨年度の認定が秋過ぎぐ

らいにやりまして、実際の公開授業が年度末

にやったというところでございまして、アン

ケートはいただいて、先ほど言いましたよう

に、その研究会、公開授業を見てよかったと

いう評価まではいただいておりますけれど

も、それが実際のそれぞれ持ち帰った学校現

場でどのように生かされているかという評価

は、まだ今からでございます。そこは、先生

言われるとおり、評価をしながら進めていき

たいと思っています。 

 - 14 -



第３回 熊本県議会 文教治安常任委員会会議記録（平成24年６月22日) 

 

○山本秀久委員 なぜこれを聞いたかという

と、その成果が余りあらわれていないんです

よ。いろいろ我々が現場から見ていてね。ま

ず、教職員というものは、礼に始まって礼に

終わるという、その礼儀作法が――こっちが

ある程度、ある先生とおって、挨拶しても挨

拶返すような先生がいないんだ。そういうふ

うな状態の現場を私は何回も経験しておるわ

けだな。あの先生はどこの先生かと言うと、

どこどこの先生だと。面識のない人間と挨拶

交わすなら、教職員ならば一応知らなくても

挨拶すべきだと思うんだ、すれ違ってもね。

そういうところから認識が遅いんだ。だか

ら、どういう教育を、抜本的なものを考えて

やっているのかなという面もあるわけ。 

 子供たちに教える教職員の人間は、ふだん

会わない人でも、会えばこんにちはと返すぐ

らいの能力を持たなきゃだめだと私は思うわ

け。教員というのは、そういうことを――教

えというものは、そういうものじゃないかと

思うんだ、育むということはね。だから、そ

ういう点で、これだけの教育のあれをやって

いるということは、その成果が出てこなきゃ

何にもならぬわけだ、ただやっただけじゃ。

よくそれが多いんだ、教育の中には。 

いいプランは立てるけれども、その成果が

出てこないんだ、いつも。いいプランは確か

にある。それが実際に身についていれば何も

言う必要はないけれども、ほとんど――何か

問題が起きると保護者と対立が起きてしま

う。だから、保護者が一番困っているのはそ

ういう点ですよ。どうしてこういうことをわ

かってもらえないんですかとか。 

 だから、いつも言うけれども、教育という

ものは――前にもある親学の問題のとき、う

ちの今溝口委員長が親学の勉強をしとるわけ

だが、そういうときにちょっと私が触れて聞

いたことがあるけれども、まず、教育という

ものは、教育だけでは、ものは解決しないん

だ､やっぱり。やっぱり福祉課とかいろんな

各課にまたがった関連性を持たなければ、教

育の基本というのは直ってこないと私は思う

んですよ。教育の中で一番心配するのは、保

護者との関連と教職員の校長先生と教員との

関連、そういうものの問題点が大分起きてい

るはずだと私は思うんだ。 

 それと、ある問題でやっぱり総合的な関連

を持って物事を進めていかぬと、私はいかぬ

と思う。だから、それを一応こういう問題で

はただ教えるだけじゃなくて、教える中に一

つの社会的なつながり、人間のつながりとい

うものを教えていくべきと私は思うんだ。そ

れを強く要望しておきたいと思う。 

 以上です。 

 

○小杉直委員 ５点ありますので、区切って

わかりやすく質問をします。 

 第１点が、15ページ、社会教育課長です

な。親の学び云々の中に、子供という発言が

あるですね。それから、田崎教育長が最初の

冒頭挨拶の中で、子供たちというような発言

があったんですが、この子供というのは、ど

の程度の範囲を子供と教育委員会は考えてい

るのかが１点。 

 それから、２点目が、33ページ、義務教育

課長。 

 スクールソーシャルワーカーの配置につい

て説明がありましたが、私が知る範囲では、

国からの予算削減があっておると思うですた

いな。それに対して、県はどう対応している

かということです。 

 それから、３点目、38ページ、体育保健課

長。 

 これは、城下先生とも関連しますけれど

も、防災教育推進事業、これについてお二人

から発言がありましたが、いろんな若い県民

の人が被災現場を見にいった感想は、テレ

ビ、新聞で見るのと現実の生の現場の大違い

というふうなことで、非常に感銘、感動、そ
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して、こういう災害を今後は絶対なくした

り、あるいは被害に遭わないような避難措置

をしなければならないというのが若い人たち

から返ってきた意見です。現地では、１円で

もいいから物を買ってほしいと、１人でもい

いから来てほしいというのが、被災に遭った

周辺の人たちの意見だそうですたい。ですか

ら、修学旅行を向こうの方面にアドバイスす

るお気持ちはないかどうか、将来の子供たち

の防災教育として。 

 それから、４つ目が、同じく体育保健課

長。 

 40ページだったかな、トップアスリートの

支援と出ておるですね。これは非常にいいこ

とですが、武道館がもう35～36年たって、非

常に老朽化して、公式競技では狭い場所もあ

ると。それから、父兄その他の見学者の座席

数も少ないと。だから、施設整備として、こ

れを建てかえるというお考えはないかと。 

 最後の５点目、いつもお願いする第一高

校。 

 先般、テレビニュースでは、34～35年ぶり

に70名ぐらいの男子生徒が入ったということ

で、教育委員会の陰からの御支援もあったと

思いますので、お礼を申し上げるわけです

が、その中で野球とサッカーを希望する生徒

がおったわけですね。その野球とサッカーに

ついて、どう今進んでいるか、これの質問。 

 ５点です。 

 

○溝口幸治委員長 誰から行きますか。 

 

○石川社会教育課長 １点目の子供の範囲と

してどのように考えているかということです

けれども、済みません、教育委員会全体とし

てというところではございませんが、「親の

学び」プログラムという事業の中では、乳幼

児から高校生までの子供たちを対象と、そう

いった子供を抱えている保護者の方を対象と

いうことで考えてやっております。 

 

○田崎教育長 私が述べました子供たちとい

う観点につきましても、教育委員会が対応し

ておりますのは、幼児教育から小中高と対応

しておりますので、今社会教育課長が申し上

げましたように、広く捉えて子供たちという

ことで私のほうは発言をさせていただいたつ

もりでございます。 

 

○緒方義務教育課長 スクールソーシャルワ

ーカーの件ですが、先生方には大変御心配を

かけました。先生から御指摘がありましたよ

うに、本事業は国の補助事業として実施して

いるところで、国からの補助の削減がありま

して、最初は当初計画どおりできなかったん

ですけれども、関係課と調整を行いまして、

現在、本年度当初計画どおり実施できるよう

にしておりますので。大変御心配をかけまし

た。ありがとうございました。 

 

○溝口幸治委員長 次は、修学旅行を被災地

でという話と武道館の建てかえと第一高校の

野球、サッカーの今のあり方について、誰が

いきますか。 

 

○上川高校教育課長 第一高校の件でござい

ますが、第一高校の男子生徒70名について

は、おかげさまで高校総体でも元気よく行進

をいたしました。 

 また、野球部、サッカー部のお尋ねがござ

いましたが、現在野球部に13名の生徒が加入

をしております。そして、夏の予選にも、１

年生だけでございますけれども、チャレンジ

をして出場するということを決めておるよう

でございます。 

 サッカーにつきましては、今練習場所等も

大変苦心しておられますけれども、いろんな

方面の御協力があって、河川敷のほうで今練

習を一生懸命やっているところでございま

す。今後の選手たちの活躍にも大いに期待し

 - 16 -



第３回 熊本県議会 文教治安常任委員会会議記録（平成24年６月22日) 

ているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○城長体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 熊本武道館につきましては、昭和46年オー

プン以来、ずっとその場でやっているわけで

すけれども、かなり老朽化とそれから大きさ

の面で十分な大会ができないということで、

平成８年にも県議会で総合武道館の建設に関

する建議が出ておりますが、その後、小杉先

生初め県議会で御要望とかずっと出ておりま

すけれども、現段階では、今施設を研究する

ということで、これまでに何カ所かずっと各

県の武道館を見てまいったところです。 

 近年ちょっと視察を怠っておりまして、今

年度は視察を計画させていただいて、また、

武道館の建設に向けて、現状を把握しながら

考えていきたいというふうに思っておりま

す。 

 

○上川高校教育課長 もう１点、修学旅行の

お尋ねがございました。 

 被災地への修学旅行については、大変意義

あるものというふうに思いますが、昨年度の

実績はございません。今年度は、これから、

それぞれの地域にそれぞれの修学旅行の場所

を学校で選定して上がってくるところでござ

いますが、もし学校のほうでそういう計画を

して上がってきた場合には、本課としてもで

きる限りのところで支援をしてまいりたいと

いうふうには思っております。 

 以上でございます。 

 

○小杉直委員 順不同ですが、もう一遍質問

をする部分と私なりの感想を言う部分とまぜ

て言います。 

 第一高校については、お話があったよう

に、野球部もできて、サッカー部も場所を苦

労しながらも頑張っておるということでした

ので、安心しましたし、引き続き教育委員会

も支援をお願いしておきます。 

 子供たちの範囲ですな。これは、前からの

私の一つの持論ですが、もう18歳から選挙権

を与えようというふうな世論がある一方、規

範意識が非常に低くなって、非行少年、犯

罪、社会問題化になっとるし、また、しつけ

の面からも、子供子供と言うなら甘えを与え

るような気がするとですたいな。 

 だから、社会教育課長は生徒というふうな

ことで説明されましたが、教育長とか高校教

育課長に協議してもらいたいのは、やっぱり

高校生までを十把一からげで子供というよう

な表現で言うのは、私はちょっとどうかなと

思っております。現場の校長先生の挨拶なん

かも、いろんな行事を聞いておりますと、生

徒に対して、子供たちはと、こうおっしゃる

わけですな。これはちょっと一考、考えてい

ただいて、また後日御返事をいただきたい

と。 

 これは質問ですが、義務教育課長のスクー

ルソーシャルワーカーの配置の予算削減に対

する対応は、大体県はどのくらい金額を対応

しましたか。 

 

○緒方義務教育課長 うちのほうで900万円

措置しまして、年度当初と同じような金額の

ほうに戻しております。 

 

○小杉直委員 国の予算削減に対して、県と

しては900万ぐらいの予算措置の追加をした

ということですが、そのくらいの金額でした

かな。数千万じゃなかった。 

 

○緒方義務教育課長 年度当初全体につきま

しては、4,813万でございます。そのうちの

最初の計画では補助金が1,596万8,000円でし

たけれども、削減になりまして1,120万7,000

円の補助が国から来たことになりまして、そ

の差額を補助させていただいているところで
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ございます。 

 

○小杉直委員 わかりました。いずれにして

も発達障害がふえ続けておりますので、この

スクールソーシャルワーカーは重要な仕事で

すから、県のほうで補塡したということにつ

いては評価するし、今後もひとつこれは取り

組んでいただきたいと。 

 それから、体育保健課長の防災教育云々と

武道館の件ですが、これは要望に変えます。 

 高校教育課長が言うたかな、修学旅行につ

いては。要望に変えますが、さっき言ったよ

うな理由ですから、ひとつできるだけ子供・

生徒たちも現地を見にいくようなことが修学

旅行その他に組み入れられないか、ひとつ要

望をしておきます。それが生きた防災教育に

なると思いますので。 

 それから、武道館の問題は城長課長がおっ

しゃったとおりです。武道もトップアスリー

トの中に含まれますから、どうぞひとつ今後

とも武道館の再建については取り組んでいた

だくように要望しておきます。 

 以上です。 

 

○橋口海平委員 20ページをお願いいたしま

す。 

 要望で、この地域住民、対象者が地域単位

となっているんですが、この地域というのが

どこかわからないんですが、熊本でも危ない

箇所が結構ある地域があると思うんですけれ

ども、そういうところをぜひ中心にやってい

ただくのと、被災地の避難場所で、学校単位

とかでそこの中で自治会などができたと聞い

ております。せっかく地域単位でするのであ

れば、キャンプをするのであれば、その地域

のリーダーとなり得る方などを中心にして、

またそこからこういうのをやったというのを

地域の方たちに広めていただけるような、キ

ャンプにしていただきたいと思います。 

 以上、要望です。 

 

○山口ゆたか副委員長 26ページの特色ある

学校づくり支援事業について、１点お尋ねさ

せてください。 

 事業内容の中の新設校支援事業として、

(2)の新設校連携協議会という組織がつくら

れるようでございますが、どういう形である

のか。そして、どういう課題解決、諸課題に

ついて解決策を模索するということであると

いう内容ですが、ちょっと具体的な内容につ

いてお聞かせください。 

 

○上川高校教育課長 新設校支援事業の連携

協議会の中身についてでございますが、これ

は前期の阿蘇、それから上天草、矢部につい

ては、もう既に従前から行っているところで

ございますが、特に最初の新しい新設校を開

校いたしますときに、それぞれ初めて開校い

たしますので、それぞれの関係者、教職員が

寄ってどのような形で開校していくのか、い

ろんな、組織的にもＰＴＡが１つになるわけ

でございますし、同窓会も双方にあるわけで

ございますので、そのようなところで、どの

ように連携をしていくのか。これまでの、例

えば阿蘇の場合は２つの学校が１つになりま

す。上天草の場合もそうでございますけれど

も、複数の学校が１つになりますので、それ

ぞれの学校の特色をより生かしながら、どの

ように新しい学校をつくり上げていくかとい

うようなことを、同じような課題を持ったそ

れぞれの地域が集まって協議をするという内

容でございます。 

 

○山口ゆたか副委員長 組織の構成について

は、教職員であるとかＰＴＡということがち

ょっと見えたんですけれども、それ以外に構

成メンバーはいないのかということと、諸課

題というのが、その諸課題を解決するという

のが、今後内容というのは進められて議論と

かも行われていくんでしょうけれども、もう
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統合――ことしから大矢野高校も松商も天草

東もなくなって、新たな体制で進めていく中

で、今までも課題解決をどうやっていくかと

いうのはさまざま議論が評議委員とかでもあ

ったんでしょうが、なかなか解決できてない

分野も多々あるやに聞いておりますので、や

っぱりこの協議会においてしっかりとそうい

った解決策を導く策を考えていただきたいな

ということをお願いしておきます。 

 最終的に目指すのは、結局は、学力の向上

を図り、一人一人の進学の実現に最終的な目

標を置いておりますので、まだまだ諸課題と

いっても、今統合されて最初の課題をクリア

しているだけでございますので、まだまだこ

の協議会の役割というのはその先にあると思

っておりますので、かなり充実していただき

ますことを要望しておきます。 

 

○大西一史委員 21ページの文化課の文化財

の保護に関してということですが、実は、け

さ熊日の報道でもあってましたけれども、Ｊ

Ｒ鹿児島線の高架化工事がずれ込むと、これ

は埋蔵文化財の調査があるためというような

報道があっていたんですが、この中で、文化

課のコメントとして、文化財調査、当初から

織り込み済みのはずだと、だから想定された

範囲内で実施しているから…… 

 

○溝口幸治委員長 済みません、それはその

他で行きましょうか。意外と議論になるかな

と思います。 

 

○大西一史委員 ああ、そう。じゃあいいで

すよ、それで。 

 

○溝口幸治委員長 主要事業について、ござ

いませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 今の大西先生の質問は、

その他のところできちっとお答えをいただき

たいというふうに思います。 

 それでは、お待たせいたしました。警察本

部から説明をお願いいたします。 

 

○西郷警察本部長 常任委員会の皆様方に

は、平素から警察行政の各般にわたり、深い

御理解と温かい御支援をいただいております

ことに対しまして、心からお礼を申し上げま

す。 

 まず、提出議案の説明に先立ちまして、今

月３日に警察署員が飲酒運転により逮捕され

ましたことにつきましては、本席をおかりい

たしまして、委員の皆様及び県民の皆様に対

し、まことに申しわけなく、改めておわびを

申し上げます。 

 県警といたしましては、これまで、職務倫

理研修、職員の身上把握や指導、適正な業務

管理を柱としました不祥事案防止対策を講じ

てまいりましたが、今後は各種対策の効果を

検証しますとともに、職員の心に響く研修、

一歩踏み込んだ身上把握、さらには、職員が

誇りと使命感を持って職務に邁進できるよう

職場や家庭におけるきずなを強める施策を推

進するなど、不祥事案防止対策に組織を挙げ

て取り組んでまいります。 

 以下、着座で御説明させていただきます。 

 それでは、本県警察の業務概況などにつき

まして御説明を申し上げます。 

 なお、各部門の業務概況及び主要事業につ

きましては、後ほど担当部長が説明をいたし

ますので、私からは、最近の治安情勢と本年

の重要課題などにつきまして、その概況を説

明させていただきます。 

 まず、最近の治安情勢でありますが、昨年

の刑法犯認知件数は、過去最多でありました

平成15年の約半分に当たる１万4,045件に減

少し、前年対比ではマイナス1,264件、率に

して8.3％の減少、さらには平成16年以降、

８年連続の減少となりました。 

 また、昨年の交通事故の発生件数は１万47
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5件で、前年対比でマイナス355件、率にして

3.3％の減少、死者数につきましては86人

で、前年対比でプラス８人、率にして10.3％

増加をしておりますが、抑止目標は達成を

し、また、死傷者数につきましては、７年連

続の減少となっております。 

 一方、県民生活を脅かす犯罪の検挙では、

昨年の検挙人員は4,385人で、前年対比でマ

イナス222人、率にして4.8％の減少という状

況でありまして、検挙人員の増加という目標

は達成できなかったものの、内容的には、全

国的にも耳目を引く特異・凶悪事件を早期に

検挙しており、一定の成果をおさめることが

できたと考えております。 

 しかしながら、昨年９月に実施しました体

感治安に関する県民の意識調査の結果、依然

として30％以上の方々が、悪くなった、また

はどちらかといえば悪くなったと回答されて

おりまして、県民の体感治安の改善はいまだ

道半ばと言わざるを得ない状況にあります。 

 以上の結果と過去の治安対策を踏まえ、新

たに平成24年１月１日から平成25年末までの

総合治安計画として、「安全・安心くまも

と」実現計画２０１２を策定いたしました。 

 実現計画２０１２では、県警察の運営方針

であります「県民の期待と信頼に応える力強

い警察」と、そのサブタイトルであります

「県民とともに築く安全・安心な社会」を基

本理念とし、県民の体感治安を左右する要因

に目を向けたきめ細かな警察活動を展開する

ために、安全、安心を体感できる犯罪抑止、

交通死傷事故の抑止、県民生活を脅かす犯罪

の検挙の３つの基本目標と８つの重点を掲

げ、各種治安対策を推進することといたして

おります。 

 内容的には、これまでの方向性を大きく転

換するものではありませんが、九州新幹線の

全線開業、熊本市の政令指定都市移行による

交流人口の増加などに対応できるよう、犯罪

のグローバル化対策や暴力団対策を強化する

とともに、治安上新たな脅威となっておりま

すサイバー犯罪対策などの対策に一層踏み込

むこととしております。 

 この実現計画２０１２に掲げました３つの

基本目標の本年５月末における現状につきま

して簡単に申し上げます。 

 まず、安全・安心を体感できる犯罪抑止に

つきましては、刑法犯認知件数は5,603件と

ほぼ前年並みに推移をしております。 

 しかし、山鹿署管内におきます郵便局強

盗、熊本東署管内におきます深夜飲食店強盗

などの刃物を使用した凶悪事件が発生したほ

か、道仁会と九州誠道会の対立抗争がいまだ

収束をしていないなど、治安対策上の大きな

懸念材料もあります。 

 今後とも、治安の安定が地域社会の強固な

基盤となりますよう、管内の治安情勢の現状

に応じた各種施策を強力に推進してまいりま

す。 

 交通死傷事故の抑止につきましては、交通

人身事故件数は3,786件と、前年対比でマイ

ナス370件と減少をしております。しかし、

死者数が33人と、前年対比でプラス４人増加

をしておりまして、特に、その中で高齢者が

７割を超えるという現状を踏まえ、街頭にお

ける高齢者への直接的指導のほか、関係機

関、団体と連携をした参加・体験・実践型の

交通安全教育などの高齢者対策を推進してお

ります。 

 県民生活を脅かす犯罪の検挙につきまして

は、刑法犯の検挙率が39％と昨年の検挙率を

２％上回っている状況であります。 

 県警察では、今後とも県民の期待と信頼に

応えることができるよう、総力を挙げて安

全、安心な熊本の実現を目指す所存でありま

すので、委員の皆様方には、何とぞ御理解と

御支援を賜りますようお願いを申し上げま

す。 

 それでは、警察関係の議案でありますが、

今回提案をしておりますのは、次の４件であ
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ります。 

 第１号議案は、平成24年度熊本県一般会計

補正予算についてであります。 

 これは、総合指揮室の指揮官用モニター設

置経費472万5,000円、取り調べの録音・録画

装置整備経費706万2,000円、ＤＮＡ型鑑定施

設(クリーンルーム)の設備工事経費3,578万

円、そのほか、交通安全施設等整備費など肉

づけ予算送りとして計上されました経費６億

8,480万9,000円、総額７億3,237万6,000円の

増額補正をお願いするものであります。 

 第12号議案は、熊本県警察の職員の特殊勤

務手当に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてでありますが、これは、暴力団

員などから危害を加えられるおそれがあると

認められる者の直近や周辺で警戒活動に従事

する職員に対し、特殊勤務手当を支給するた

めの条例の制定をお願いするものでありま

す。 

 報告第１号は、平成23年度熊本県一般会計

繰越明許費繰越計算書の報告についてであり

ます。 

 これは、通信指令システム更新経費につき

まして、警察費346万5,000円の繰越明許費の

報告を行うものであります。 

 報告第７号は、専決処分の報告についてで

ありますが、これは、地方自治法第180条第

１項の規定により専決をしました10件の交通

事故の和解の報告に関するものであります。 

 詳細につきましては、担当者から説明をさ

せますので、御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、主要事業につ

いて説明をお願いいたします。 

 金高警務部長。 

 

○金高警務部長 警務部長の金高です。 

 それでは、お手元の県警の平成24年度業務

概況の資料に沿って、警務部の主な点を御説

明いたします。 

 まず、２ページをごらんください。 

 第１は、県警の組織でございます。 

 表のとおり、公安委員会は現在３人の委員

で構成され、県警の運営について管理をして

います。 

 なお、公安委員の人数については、警察法

の規定に基づき、熊本市の政令市への移行に

伴い、熊本市長が推薦するお二人の委員を加

えて、今後５人体制となる予定でございま

す。 

 次に、下の組織図をごらんください。 

 警務部は、この図の左側のとおり、いわゆ

る総務、人事、会計などの管理部門を担当し

ています。 

 また、この図の右側のところでございます

が、熊本市警察部とあります。これは、警察

法の規定に基づき、熊本市に対する総合窓口

の組織として新たに設置したものでございま

す。なお、警務部長が熊本市警察部長を兼務

することとなっております。 

 次に､３ページをごらんください。 

 警察官の定数でございます。 

 本県では、おかげさまで、平成14年度から

これまで合計281人の増員がなされ、現在警

察官は3,056人の定数です。 

 下のグラフは、警察官１人当たりの負担人

口です。グラフのとおり、本県の警察官１人

当たりの負担人口は612人です。増員して

も、依然九州各県で最も高い状態が続いてい

ます。 

 次に、４ページをごらんください。 

 警察職員の年齢構成です。特に、左側の警

察官のグラフのとおり、若手と50歳代の比率

が高く、この２極化が顕著な状態です。 

 次に､５ページをごらんください。 

 特に、第３の「安全・安心くまもと」実現

計画２０１２でございます｡ 

 記載のとおり、こうした治安計画をこのた

び策定しております。これについては、先ほ
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ど本部長の説明のとおり、組織を挙げて取り

組んでまいります。 

 続きまして、６ページから７ページをごら

んください。 

 特に、下の段にございます第６の大量退

職・大量採用時代への対応でございます。 

 これについては、またさらに特に７ページ

をごらんいただければと思うんですが、本年

度は28人の退職警察官や警察職員を再任用し

ました。さらに９人の退職警察官を捜査実務

伝承官として非常勤で再雇用しまして、それ

ぞれ若手職員に対する捜査技能等の伝承に努

めているところでございます。 

 続きまして、９ページをごらんください。 

 特に、第７の警察予算でございますが、警

察予算額は前年比で微増しました。そのう

ち、人件費が占める割合については減少した

ところでございます。 

 その下の段、第８の警察施設のところでご

ざいますが、御案内のとおり施設の老朽化が

進んでいるところでございます。 

 次に、10ページをごらんください。 

 第９の新熊本東署の整備でございます。 

 同施設は、東警察署としての機能のほか

に、警察本部直轄の留置場などを併設しま

す。熊本市東町に平成25年６月ごろまでには

完成する予定です。 

 次に、11ページをごらんください。 

 第10の留置施設です。 

 先ほど御説明しました新東署に留置場を整

備することで県内全般の留置業務の合理化等

を図るとともに、より適正な業務に努めたい

と思います。 

 主な点は以上でございます。また、お手元

にカラー刷りの実現計画等の広報冊子を２冊

お配りしております。後ほどごらんいただけ

ればと思います。 

 警務部からは以上です。 

 

○岡生活安全部長 生活安全部の業務事業等

について説明いたします。 

 資料の13ページから23ページでございま

す。 

 第１、犯罪の起きにくい社会づくりの推進

についてであります。 

 １の犯罪情勢ですが、昨年の刑法犯の認知

件数は１万4,045件、前年比8.3％の減であ

り、平成16年以降８年連続で減少しておりま

す。また、本年５月末現在の刑法犯の認知件

数は5,603件で、前年同期比マイナス５件と

若干減少しております。 

 今後とも、２に掲げております各項目を確

実に推進し、「安全・安心くまもと」実現２

０１２に基づいた犯罪の起きにくい社会づく

りの推進に努めてまいります。 

 特に、２の(5)に掲げておりますセーフテ

ィパトロール活動委託事業につきましては、

緊急雇用創出基金による事業であり、平成21

年度から実施しているもので、警備会社に新

規雇用された警備員が犯罪の多発するおそれ

のある地域や時間帯に巡回パトロール等の活

動を通じて犯罪の抑止等を図るものでありま

す。今年度は、熊本市内３警察署及び大津警

察署管内を重点としたパトロール活動を展開

してまいります。 

 ３の振り込め詐欺から県民を守る対策の推

進につきましては、県民を振り込め詐欺被害

から守る条例の施行を初めとした各種取り組

みにより、平成21年以降、認知件数、被害金

額ともに大幅に減少しております。 

 今後とも、この減少傾向を継続し、振り込

め詐欺の撲滅を図るために、平成24年振り込

め詐欺予防プログラムで設定しております各

種取り組みを初め、関係機関、団体等とのさ

らなる連携、協働を積極的に推進してまいり

ます。 

 ４の子ども・女性安全対策につきまして

は、性犯罪の前兆と見られる声かけ等の届け

出件数が昨年1,006件で、前年比95件増加し

ており、集計を始めた平成17年以降、最多と
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なっております。 

 昨年は、声かけやつきまといなどに対し、

本部の子ども・女性安全対策班が、外の合同

捜査で87件の検挙、指導、警告を行っており

ますが、今後も、これまで行ってきた取り組

みを一層強化し、積極的な先制・予防的活動

を推進してまいります。 

 第２は、ストーカー・ＤＶ対策についてで

あります。 

 昨年、県内においてのＤＶ事案で、親族に

対する接近禁止の保護命令が出されているの

を無視し、被害者の実家へ押しかけてきたた

め逮捕した事案を初め、16ページ記載のとお

り、多発するストーカー・ＤＶ事案に対し、

各種法令を適用して検挙するなど、迅速、的

確に対応しているところであります。 

 しかし、長崎県での殺人事件に例を見るま

でもなく、このようにストーカー・ＤＶ事案

は被害者の親族等にまで重大な被害が及ぶ危

険性を有しているため、被害者を含む関係者

の安全確保を最優先に、個別の事案ごとにそ

の危険の度合いを見きわめ、避難措置や行為

者に対する指導、警告の措置をとっていると

ころであります。 

 次は、資料17ページの第３、少年の健全育

成と保護対策の強化についてであります。 

 昨年の刑法犯少年の検挙・補導人員は1,39

5人で、前年に比べ13.7％減少しましたが、

成人を含めた刑法犯検挙人員に占める少年の

割合は30.4％と、全国平均を1.1ポイント上

回っております。 

 一方、出会い系サイト等を利用した児童買

春・児童ポルノ等の福祉犯被害を初め、性犯

罪等の被害者となる事案が依然として発生す

るなど、深刻な状態が続いており、非行及び

保護両面において厳しい情勢にあります。 

 このため、補導活動のほか、立ち直り支援

等の活動及び少年を見守る社会機運の醸成を

柱とする少年非行を生まない社会づくりを推

進しているところであります。 

 また、インターネットを利用した児童ポル

ノ事件等の取り締まり強化、少年が利用する

携帯電話のフィルタリング100％普及促進な

ども推進してまいります。 

 次は、資料18ページから21ページの第４、

生活経済・生活環境・風俗事犯及びサイバー

犯罪の検挙状況についてであります。 

 悪質商法やヤミ金融を初めとする生活経済

事犯、廃棄物の不法投棄などの生活環境事

犯、売春、賭博などの風俗事犯、インターネ

ット等を悪用したサイバー犯罪は、関係法令

が多岐にわたるとともに、犯罪の手口は悪

質、巧妙、広域化の傾向にあります。 

 昨年は、古物の売買を仮装した無登録貸金

業法違反事件、中国産ゴボウの産地偽装表示

に係る不正競争防止法違反事件、広域不法投

棄に係る廃棄物処理法違反事件、ソープラン

ドにおける売春防止法違反事件、ヤフー株式

会社をかたった組織的なフィッシング詐欺等

事件など、社会的反響の大きい事件を検挙し

ております。 

 今後とも、県民の目線に立った取り締まり

を推進してまいりたいと思っております。 

 第５は、地域警察活動についてでありま

す。 

 資料の21ページからでございます。 

 全警察官の34％を占める地域警察官は、交

番、駐在所等を拠点として活動し、全ての警

察事象に24時間即応できる体制を保持してお

ります。交番等の施設は、平成24年４月現在

で、交番58カ所、駐在所116カ所、署所在地1

7カ所、警備派出所２カ所となっておりま

す。 

 また、地域警察には、県民から、いつも交

番に誰かいてほしい、パトロールを強化して

ほしいという要望がなされているため、平成

５年に交番相談員制度を発足させ、その後、

増員を図り、現在では16警察署54交番に76人

の相談員を配置しております。この制度の充

実により、空き交番の解消及び交番勤務員の
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パトロールの強化や検挙活動の強化等が図ら

れております。 

 最後に、第６、通信指令業務についてであ

ります。 

 通信指令課は、県下一円からの110番通報

の受理と指令業務を行っており、昨年１年間

に12万2,266件の110番を受理しております。 

 特に、注意を要する通報として、ストーカ

ー・ＤＶ被害者からの110番がありますが、

通信指令システムには前もって被害者の電話

番号を登録することが可能であり、その結

果、110番を受け早期に被害者の保護と被疑

者の検挙につながるなど、その威力を十分に

発揮しております。 

 また、ヘリコプター１機を運用する航空隊

は、昨年ヘリで撮影した画像を警察本部等に

送信するヘリコプターテレビシステムの更

新、充実を図りましたが、ことし２月には、

郵便局強盗の車両を追尾して早期検挙に貢献

するなど、通信指令システムとの連携等によ

り、県警の空の目として機動力を生かした活

動を展開してまいります。 

 以上で生活安全部の説明を終わります。 

 

○堀江刑事部長 それでは、刑事部から本年

重点的に推進すべき主な施策の概要を御説明

いたします。 

 まず、資料25ページから29ページの昨年中

における刑法犯の検挙状況についてでありま

す。 

 昨年中の刑法犯の検挙件数は6,186件、検

挙人員4,385人であり、全体の検挙率は44.0

％でありますが、このうち殺人、強盗など重

要犯罪――この重要犯罪につきましては、26

ページのほうに書いてございます。定義は、

右側の備考欄のほうに書いてございます。こ

の重要犯罪の検挙率は74.2％、それから侵

入、窃盗、ひったくりなどの重要窃盗犯の検

挙率、これにつきましては29ページを見てい

ただきたいと思います。重要窃盗犯の定義等

も、ここに記載してございます。こういった

重要窃盗犯の検挙率は71.6％と、全国平均を

大きく上回っているところでございます。 

 本年は、山鹿市鹿央町で発生しました郵便

局対象の強盗事件でありますとか、熊本市石

原町でのコンビニエンスストア対象の強盗事

件等の凶悪事件が発生しまして、いずれも犯

人を検挙したものの、３月に熊本市江津町で

発生しました回転寿司店対象の強盗事件の犯

人については、残念ながらいまだ検挙に至っ

ておりません。 

 この重要犯罪につきましては、発生したら

ことごとく検挙するということが県民の皆様

の強い願いでもありますので、一日でも早く

犯人を検挙するため、捜査に取り組んでいる

ところであります。 

 次に、資料27ページをもう一度見ていただ

きたいと思います。 

 ３の初動捜査の高度化に向けた施策の(1)

犯罪追跡捜査体制の強化についてでありま

す。 

 近年、道路環境の充実や交通機関、通信網

の発達等によって、犯罪の広域化、スピード

化、巧妙化がますます顕著になっており、こ

うした状況に対応して、犯人の犯行前後の足

取りを確実に追跡し、犯人検挙に結びつける

ための各種追跡用資機材の整備を進めており

ます。 

 このうち、平成24年度の当初予算で整備す

ることが決定している資機材の概要等は、同

ページに記載しております。 

 今後、これらの資機材につきましては、警

察本部や各警察署等に配備して、積極的かつ

効果的に活用し、各種犯罪のさらなる検挙向

上を図ることとしております。 

 次に、資料31ページの２、振り込め詐欺事

件の認知・検挙状況についてでございます。 

 昨年中の本県における振り込め詐欺の被害

認知件数については19件で、平成22年と比べ

てマイナス11件、平成21年と比べてマイナス
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59件と確実に減少しているところです。 

 昨年は、妊娠中絶費用及び示談金目当てに

よる広域詐欺事件で、振り込め詐欺の電話を

かけたりする実行犯を1人、携帯電話や銀行

口座等の犯行のツールを提供するなどの助長

犯を10人検挙しております。 

 振り込め詐欺は、被疑者が首都圏を初めと

する遠隔地に所在することが多く、また、被

害が広域にわたることから、関係都道府県警

察との情報交換を密にし、積極的に協働、合

同捜査を推進してまいります。 

 次に、資料33ページを見ていただきたいと

思います。 

 １の暴力団対策であります。 

 本県におきましては、昨年、県暴力団排除

条例が、また、本年４月までに県内全ての市

町村で暴力団排除条例が施行されたところで

あり、県民の暴力団排除に対する機運が高ま

りを見せております。 

 こうした中、県警察におきましては、これ

まで熊本市中心部の暴力団排除特別強化地域

内に存在していた８組織の８組事務所を昨年

末までに全て撤去させるなど、条例による規

制の効果もあらわれております。 

 しかし、暴力団は、取り締まりの手を緩め

ると、再び同地域内に組事務所を復活させた

り、新たな団体が進出してくることなどが懸

念されるため、今後とも暴力団の動向を確実

に把握するとともに、絶対に組事務所を復活

させない、進出させないための先手先手の対

策をさらに徹底していくこととしておりま

す。 

 次に、資料34ページを見ていただきたいと

思います。 

 (1)イの指定暴力団道仁会と九州誠道会の

対立抗争についてであります。 

 平成18年５月に発生した暴力団道仁会と九

州誠道会との対立抗争により、県下で拳銃を

使用した殺人事件等が５件発生しておりま

す。このうち２件についてはいまだ未検挙で

あり、現在鋭意捜査中であります。 

 また、県警では、平成19年８月に、暴力団

道仁会・九州誠道会集中取締推進本部を設置

し、両組織に対する取り締まりを強力に推進

中のところでありますが、本年４月、熊本、

福岡、佐賀、長崎の４県公安委員会におい

て、北部九州における暴力団対策に関する協

定が締結されたため、関係の各県警察におき

ましては、県境周辺において暴力団事務所等

に対する警戒活動等も強化しているところで

あります。 

 最後に、資料41ページを見ていただきたい

と思います。 

 １、ＤＮＡ型鑑定についてであります。 

 最近の犯罪の巧妙化等に伴い、犯罪と犯人

とを結びつける客観的な証拠の一つとしてＤ

ＮＡ型鑑定の重要性が増しており、本県にお

いても年間で2,000件前後のＤＮＡ型鑑定を

行っております。 

 現在、県警本部の科学捜査研究所内に42平

米のクリーンルームが１室ありますが、鑑定

の増加とともに手狭になっていること、ま

た、証拠能力を確保するため、被疑者ＤＮ

Ａ、これは犯人から採取したＤＮＡの検体で

ございます、と遺留ＤＮＡ、これは犯行現場

から採取したＤＮＡであります、これの混合

の防止――現在は時間差で、時間を変えて被

疑者ＤＮＡと遺留ＤＮＡを鑑定しておりま

す。こういった混合防止の上からも、もう１

室、15平米程度のクリーンルームを設置すべ

く、６月補正予算でお願いしているところで

あります。 

 以上、概要でございますけれども、刑事部

からの説明を終わらせていただきます。 

 

○浦田交通部長 それでは、交通部関係につ

いて御説明します。 

 43ページをお願いいたします。 

 最初に、第１の交通事故等の現状について

でございます。 
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 まず、１の交通環境の推移ですけれども、

表に示しておりますとおり、運転免許人口、

車両台数、道路延長等は、平成19年以降、ほ

ぼ横ばい状態で推移しております。しかしな

がら、高齢者の運転免許人口につきまして

は、右肩上がりで増加しているという状況に

あります。 

 その下の２に交通事故の発生状況をお示し

しております。 

 県下の人身交通事故は、平成19年以降、発

生件数、負傷者数とも減少しておりますけれ

ども、死者数につきましては、昨年は86人と

前年と比較して８人増加いたしました。 

 次に、44ページをお願いいたします。 

 (2)に昨年の死亡事故の特徴を記載してお

りますが、グラフに示しておりますとおり、

年齢層別では高齢者の死者が最も多く、状態

別では歩行中が多数を占めております。な

お、備考欄にありますように、歩行中の死者

につきましては、高齢者が大半を占めており

ます。 

 次に、45ページをお願いします。 

 (4)の自転車の交通事故につきましては、

グラフ及び表に示しておりますとおり、ここ

数年発生件数は減少しておりますものの、本

県では全体で約１割、全国では約２割という

状況になっております。 

 続きまして、第２の総合的な交通事故防止

対策についてでございます。 

 １に記載しておりますとおり、本年から２

年間、高齢者の交通安全の確保、自転車の安

全利用の推進、飲酒運転等悪質・危険運転者

対策、シートベルトの全席着用とチャイルド

シートの正しい使用の徹底、この４点を対策

の柱としまして重点的に交通事故抑止活動に

取り組んでいるところでございます。 

 例えば、高齢者の交通安全の確保につきま

しては、先ほど本部長からも説明がございま

したとおり、街頭で指導するキャッチプロジ

ェクトという対策を推進中でございます。こ

れは、街頭で交通上危険な高齢者を把握して

個別に指導を行うものでございまして、４月

末現在で約2,200人を把握しているところで

ございます。 

 次に、46ページをお願いします。 

 ２の高齢者対策の推進についてでございま

す。 

 高齢者対策につきましては、先に申し上げ

ました対策のほかに、歩行者教育システム、

あるいは「点灯くん」「ビジィくん」という

実際に手でさわって機能を検査する機械があ

るんですけれども、これを使った参加・体

験・実践型の交通安全教育を初めとしまし

て、高齢者世帯の戸別訪問活動、あるいは運

転経歴証明書制度の周知、普及といった対策

を推進しているところでございます。 

 ３の自転車対策の推進でありますけれど

も、これは、従来から実施しております自転

車指導啓発重点地区・路線というのがござい

ますけれども、これを本年さらに拡大しまし

て、ここを中心に指導、啓発や交通違反の取

り締まり、これを強化しておりますほか、熊

本市や八代市の高校、中学校に対しまして

は、高校生等の違反指導の状況等の提供を行

うということで教育機関と連携した活動を進

めております。 

 次に、47ページをお願いします。 

 ４の交通安全思想の普及啓発活動について

でございます。 

 年齢層に応じた体系的な交通安全教育の実

施や関係機関、団体と連携した反射材活用の

促進、光る反射バンドとかそういうやつでご

ざいますけれども、それから自転車の安全利

用及び飲酒運転根絶に向けたチラシあるいは

ポスターを作成し、これを広報、掲示するな

どして広報啓発活動を推進しているところで

ございます。 

 ５の事業所に対する安全運転管理につきま

しては、法定講習の実施により事業所の交通

事故防止の徹底を図るものでございますけれ
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ども、昨年は、県下一円35回の講習を実施し

まして6,217人が受講をしております。 

 次に、48ページをお願いします。 

 ６の悪質交通違反の取り締まりについてで

ございます。 

 交通事故に直結します悪質性、危険性、迷

惑性の高い違反に重点を置きまして、取り締

まりを推進しております。とりわけ飲酒運転

につきましては、車両や酒類を提供した者、

また、飲酒運転の車両と知りながら同乗した

者、こういうのをいわゆる周辺者３罪と申し

ますけれども、この取り締まりも強化してい

るところでございます。 

 次に、７の暴走族対策の推進についてであ

ります。 

 暴走族につきましては、県民からの取り締

まり要望も高く、徹底した取り締まりとあわ

せまして、中学生、高校生に対しましては、

暴走族加入阻止教室の開催などを含めまし

て、総合的な対策を行っているところでござ

います。その結果、昨年の暴走族に関する11

0番通報は前年よりも若干減少いたしており

ます。 

 しかし、本年におきましては、小集団によ

るゲリラ的な暴走、あるいは暴走族風に改造

２輪車によります集団ツーリング、旧車會と

申しますけれども、これがふえるなど通報件

数も増加傾向にありまして、予断を許さない

状況にあるというところでございます。 

 次に、49ページをお願いします。 

 ８の交通安全施設等の整備でございます。 

 昨年度は、九州新幹線の全線開業に伴いま

して、熊本駅あるいは新玉名駅周辺を中心に

信号機や道路標識等の新設工事などを実施し

たところでございます。 

 本年度も、社会資本整備重点計画に基づい

た重点事業でありますゾーン対策、生活道路

対策でございますけれども、それから自転車

利用環境の整備などのほか、老朽化した信号

機や道路標識等の更新を進めてまいることと

しております。 

 第３、その他の１、運転免許関係制度改正

への的確な対応についてでございます。 

 本年４月１日に施行されました運転免許更

新手数料の減額、あるいは運転経歴証明書の

身分証明書としての機能充実、あるいは聴覚

障害者の運転可能な車種を普通貨物車や自動

２輪車にも拡大、こういうことがありました

ので、この周知を図りますとともに、円滑な

施行に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、２の運転適性相談等の確実な実施に

ついてでございます。 

 てんかんなど一定の病気にかかっている方

に対しましては、運転免許の可否を的確に判

断する必要があります。そこで、病状に応じ

た運転適性相談等が確実に実施できるよう

に、積極的な広報や相談窓口の整備等に取り

組んでいるところでございます。 

 次に、50ページをお願いいたします。 

 ３の講習予備検査への対応についてでござ

います。 

 75歳以上の方が運転免許を更新される場合

は、記憶力、判断力の検査を受けなければな

らないこととなっております。これを講習予

備検査と申すわけでございますけれども、こ

の制度が開始されましてから、これまで４人

の方が運転免許取り消し処分を受けられてお

ります。 

 そのほか、検査結果に応じました講習等に

よりまして、交通事故防止のための支援を実

施しているというところでございます。 

 最後に、４の酒気帯び運転等の違反者に対

する取消処分者講習の試行開始についてでご

ざいます。 

 これは、飲酒運転などで免許の取り消し処

分を受けた方が、欠格期間を終了しまして再

び免許を取ろうとする場合に受ける講習でご

ざいますけれども、この場合に、この講習を

受けないと免許が取れないことになっており

ます。 
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 この講習の特徴といたしましては、アルコ

ールの依存度を知るためにテストを行った

り、あるいはカウンセリングを盛り込んでお

りまして、飲酒運転の再発防止、飲酒依存か

らの防止を図るということとしております。 

 現在、本県以外でも、福岡県など14府県で

試行を開始しておりまして、来年度から全国

的に実施という予定になっております。 

 以上で交通部関係の説明を終わります。 

 

○髙橋警備部長 それでは、警備部の業務概

況について説明させていただきます。 

 お手元の資料の51ページをごらんくださ

い。 

 第１は、大規模災害等緊急事態対策の強化

についてでございます。 

 まず、東日本大震災に伴う警察措置です。 

 本県では、津波注意報が発表され、災害警

備本部を設置して所要の警備措置を実施しま

したけれども、被害の発生はなく、震災直後

から機動隊を中心とする広域緊急援助隊の出

動準備を整え、県機動隊などを被災した東北

３県に特別派遣しております。これまでの特

別派遣状況につきましては、資料51ページの

表のとおりでございます。 

 次に、自然災害の発生状況です。 

 過去、熊本県では、平成15年の水俣豪雨災

害など多数の死傷者を伴う大雨災害が幾度と

なく発生しています。本年は、６月８日の梅

雨入りと同時に、熊本県警察災害警備準備室

を設置するとともに、各署においても署災害

警備準備室を設置し、警備態勢の確立を図っ

ているところでございます。 

 先週末の大雨や昨日の大雨では、県の南部

地域で床上・床下浸水の被害が出たほか、県

内では、山・崖崩れなどが発生しましたけれ

ども、人的被害は幸いにもございませんでし

た。近年の県内における自然災害による主な

被害状況については、資料の52ページのとお

りでございます。 

 なお、ことし１月には、災害で孤立のおそ

れがある天草地区において、自治体、自衛

隊、海上保安庁などの関係機関と連携し、船

舶やヘリコプターを投入した実動訓練を実施

したところです。 

 このほか、大規模災害等に際し、本部総合

指揮室の機能強化を図ることを目的に、総合

指揮室指揮官用モニター９台の整備を要望し

ているほか、東日本大震災の教訓を踏まえ

て、ポータブルトイレなど、資料54ページに

記載しておりますとおり装備品を整備してい

るところでございます。 

 次は、新型インフルエンザへの対応状況に

ついてでございます。 

 資料の55ページをごらんください。 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法が公

布され、今後、国や県が示す行動計画の改正

状況を踏まえまして、熊本県警察新型インフ

ルエンザ行動計画の見直しを進めてまいりま

す。 

 次に、家畜伝染病への対応です。 

 資料57ページでございます。 

 これは、伝染病の爆発的な感染拡大や経済

等への著しい影響を踏まえ、国家的レベルで

の危機管理初動対処体制を強化する必要によ

り、一昨年12月から警備部が担当することに

なり、諸対策に取り組んでいるところでござ

います。 

 また、これら家畜伝染病は、これまで県内

での発生は確認されておりませんけれども、

過去九州隣県において発生していることか

ら、今後も危機感を持って迅速、的確に対処

してまいります。 

 第２は、テロに対する警備諸対策の推進で

ございます。 

 資料は57ページをお願いします。 

 まず、テロをめぐる警備情勢ですが、我が

国は、アメリカの同盟国としてイスラム過激

派からテロの標的と名指しされており、国内

でいつテロが発生してもおかしくない情勢に
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あります。 

 特に、昨年５月、米国の作戦行動によりオ

サマ・ビンラディンが死亡し、今後も米国等

に対する報復テロも予想されることから、国

内でテロを発生させないために警戒活動を初

めとする警備諸対策を推進しております。 

 また、最近では、外国が発生源と思われる

我が国の企業や政府機関に対するサイバー攻

撃も頻繁に発生しており、治安や経済への深

刻な影響も懸念されることから、県警では、

昨年５月、金融機関など重要インフラ事業者

に呼びかけて熊本県サイバーテロ対策連絡協

議会を設置するなど、サイバーテロ対策を強

化しているところです。 

 第３は、警備事件捜査の推進です。 

 資料は60ページでございます。 

 まず、右翼対策の推進です。 

 右翼の中には、暴力団まがいの違法行為を

行う者も多く見られ、資金獲得の目的で企

業、自治体等に対する執拗な街頭宣伝活動を

行っています。特に、街頭宣伝活動は、騒音

被害や交通渋滞など平穏な市民生活を害する

おそれもあり、さまざまな法令を適用して違

法行為の取り締まりに努めております。 

 次に、不法滞在者対策の推進です。 

 本年１月１日現在で、我が国には約７万人

の不法残留者がいると見られ、さまざまな外

国人犯罪の温床になっており、これらが形成

するコミュニティーがテロリストに悪用され

る可能性も懸念されるところです。 

 そこで、県警では、入国管理局等の関係機

関との連携による取り締まりを強化し、事件

検挙に努めております。過去５年間の県内に

おける警備事件の検挙状況につきましては、

61ページの表のとおりでございます。 

 最後に、当面の課題への対応です。 

 資料は62ページでございます。 

 まず、災害に係る危機管理体制の再点検、

再構築の進捗状況ですが、東日本大震災への

対応で得られた反省、教訓事項を整理すると

ともに、県民の安全対策を推進するため、昨

年12月、熊本県警察災害対策検討委員会を設

置し、警察本部や各警察署が災害時に機能不

全となった際の移転先の確保など、バックア

ップ体制の確保や警察機能を維持するための

業務継続計画の策定などを行っております。 

 次に、平成25年に秋に予定される第33回全

国豊かな海づくり大会くまもとについてでご

ざいますが、天皇皇后両陛下の御臨席が恒例

化している行事でございますので、本年４月

１日付で全国豊かな海づくり大会警衛対策室

を設置して、今後、関係機関とも連携しなが

ら、警衛警備の万全を期して警備態勢の確立

など所要の業務を推進してまいります。 

 以上で警備部の業務概況説明を終わらせて

いただきます。 

 

○溝口幸治委員長 ここで、昼食のため、暫

時休憩をいたします。１時10分から再開しま

す。 

  午後０時９分休憩 

――――――――――――――― 

  午後１時９分開議 

○溝口幸治委員長 それでは、再開いたしま

す。質疑、どなたかございませんか。 

 

○小杉直委員 県警にお尋ねしますが、本部

長の挨拶の中に、飲酒問題を起こした警察官

の懲戒免職についておわびを兼ねてあってお

りましたが、本会議でもおわびをされておっ

たですたいね。だから、引き続きおわびを求

めるという気はありませんが、ちょっとお尋

ねします。 

 ここに新聞記事がありますが、新聞記事を

そのまま解釈すると、これは警察官が出勤途

中の事故ですか。 

 

○浦田交通部長 済みません、これは署に出

勤する途中の朝の事故でございます。 
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○小杉直委員 であるならですよ、組織とし

ての反省というんですか、同時に、再発防止

について、どういうお考えか、お尋ねしたい

と。 

 

○木庭首席監察官 首席監察官でございま

す。 

 県警では、過去にも飲酒運転事案がござい

ました。そういった反省を踏まえまして、今

までも、機会を見つけまして、そういった飲

酒運転事案防止についての教養等をやってき

ました。 

 また、職員が飲酒会合に行く場合は必ず届

け出を出させて、そして、その届け出に基づ

いて、幹部が指導するとか、あるいは車と酒

を分離するために飲酒会合場所については車

を持ち込ませないとか、あるいは非常招集の

場合も必ず飲酒の有無を確認して招集すると

かということをやってまいりました。 

 ただ、今回は、そういった対策が、出勤途

中ということで、まして飲酒会合場所に行っ

たわけでもないし、若干そういった対策が功

を奏しなかったというところで、今後は、今

回の事案を踏まえまして、やはり職員の平素

のそういった飲酒実態をこれまで以上に詳し

く把握しまして、そして、ふだんからやや多

量にお酒を飲むといいますか、飲酒する人に

ついては、健康管理的な面の必要性もありま

すので、そういったところから、そういった

人については、個々具体的に指導していくと

か、あるいは家族の人にも協力を求めて、職

員が飲酒運転をしないように、また、ふだん

から節度ある飲酒をするように、自宅等でも

協力をお願いするということを今考えており

ます。 

 今までの対策とこういった対策をあわせま

して、もう二度とこんな職員を出さない、出

したくないということで、決意を新たにして

いるところでございます。 

 以上です。 

 

○小杉直委員 ちょっと個人的になります

が、私も若いときにはかなり酒を飲んでおり

まして、体を壊したからもう最近はほとんど

飲みませんけれども、御承知のとおり、酒と

いうのは、百薬の長ともいいますし、楽しい

酒、悲しい酒、ストレスを憂さ晴らしする酒

とあるですたいね。だから、それはもう警察

官に限らず、人間誰しも酒は大いに飲んで結

構だと思いますが、今首席監察官がおっしゃ

った取り組みということも大事でしょうばっ

てんが、私は、つまるところは本人の、一人

一人の自覚ということになろうかと思うとで

すたいね。 

 だから、その自覚を、いかに今おっしゃっ

たようなやり方で平素から促すかということ

が１つと、これはですな、飲み出したら素面

と違うもんですけん、だんだんだんだん酒好

きはどんどん飲んでいくわけですな。これが

明くる日に残るか残らないかというのを本人

はわからない場合もありますので、例えば、

一つの方法で、タクシーの運転手さんがよく

自分で採用されておりますが、市販された自

分でこう検知する簡易がありますでしょう。

ああいうことの運用はいかがですか。 

 

○木庭首席監察官 まず、職員の自覚につき

ましては、今までは、個別の面接においての

指導、これも年に２回ほどやっておりまし

た。ただ、やはりどうしてもそういった飲酒

に非常に踏み込んだ部分が少なかったと、足

らなかったと反省しております。全体的な教

養等を含めて、そういうところでもやってお

りましたけれども、先ほども申しましたよう

に、今後は、そういった平素の飲酒状況をも

う少し深く把握して、その付近の自覚を促す

と。 

 やはり、こういった事案の最大の原因は、

職員が他人事と考えておるわけですよね。で

すから、やっぱり職員の自覚を促す。そのた
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めには、そういった個々具体的な指導をして

いくということで考えております。 

 それから、飲酒の簡易検知器ですけれど

も、これにつきましても、ほとんどの職員が

もう保有しております。私も持っておりま

す。こういう保有の有無についても、職員か

らそういう届けといいますか、持っているか

どうかを出させて、持ってなければ、じゃあ

どうやってあなたは２日酔いを防止するんで

すかということを確認して、なるべく持たせ

るように――全く飲まない職員は別ですけれ

ども、ほとんどの職員はもう持っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○小杉直委員 くどくなりますが、私の知り

合いのタクシー運転手は、前の日に飲んで、

明くる日に運転されるわけですが、何か2,00

0～3,000円らしいですもんね、あれは。私は

最近やめていますから買っておりませんが、

それの簡易検査というのは、その正確度は高

いんですかね。 

 

○木庭首席監察官 3,000円ぐらいのやつを

私も持っておりますけれども、正確度につい

てはきちんと把握しておりませんけれども、

これは個人のあれですけれども、私自身残っ

ていると思いながらも出ないこともあります

ので、私はこれは余り信用してはいけない

と。ただ、値段が非常に高いやつについては

正確度が高いと聞いております。１万円ぐら

いするやつについては。ただ、2,000～3,000

円については、やはりこれを過信してはなら

ないということで職員にも指導しておりま

す。 

 

○小杉直委員 もちろん今おっしゃったよう

に、過信してはいけないということはもう十

分わかりますので、それなりの運用でよかろ

うと思います。ただ、もう55歳でしょう。し

かも、交通課の警部補でしょう。いわゆる監

督者側の人ですたいね。だから、言語道断の

行為ですけれども、懲戒免職と新聞に載って

おりますが、この処分の妥当性についてはど

うお考えですか。 

 

○木庭首席監察官 処分の妥当性について、

ちょっと私がこう申し上げるのはあれなんで

すけれども、単なる２日酔い運転であります

と、全国的なこういった懲戒処分の例を見ま

すと、停職処分というのもあります。ただ、

本件は、単純な２日酔い運転じゃなくて、新

聞にも報道されましたように、深夜、日がか

わっても飲んでいる。飲んだ時間は正確には

覚えてないみたいですけれども、明け方近く

にも飲んだようなことを本人が話している

と。呼気１リットルから0.63という非常に高

いアルコール分が検出されているということ

からしますと、懲戒処分の免職というのは厳

しいですけれども、これはやむを得ないと私

自身考えております。 

 以上です。 

 

○小杉直委員 組織にとっても非常に悲しい

出来事だし、本人にとっても、やっぱり懲戒

免職ということは大変な処分で、今後の人生

も苦しいと思いますけれども、やっぱりきょ

うの報告にもあるように、日ごろ議員の先生

方の意見を聞いても、日ごろから非常に県警

はいろんな各種対応に頑張っておるというこ

とで高い評価なんですよね。たった１人の不

心得でやっぱり組織の信用とか県民の信頼と

かに傷をつけるし、また、私はＯＢですけれ

ども、現職の警察官が現職の警察官を逮捕す

るという本当に悲しい出来事になるわけです

ね。ですから、今後ともしっかり取り組んで

いただいて、再発防止に努めていただくよう

にお願いしときます。 

 以上です。 
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○大西一史委員 関連して、済みません。 

 今、小杉先生のほうからも結構厳しい御意

見が出てました。私も、これは本会議の一般

質問のほうで、この不祥事問題ということは

厳しく質問させていただきました。これは、

平成22年の９月定例会でも、実は１回聞いて

いるということもあって、その後の対応とい

うのはどうなんだということでずっと問い続

けてきた。これは教育委員会にも当然そうで

す。件数ベースを見ると、それは教育委員会

も多いし、それから警察本部のほうも必ずし

もこれは少ないというふうには言えないと思

うんです。 

 飲酒運転といいますか、酒気帯びも含め

て、飲酒運転ということに関しては、それ以

降なかったんですよね。平成22年の私が９月

定例会で質問した以降はなかったんです。今

回初めて、初めてというか、それ以降出たと

いうことで非常に私も残念に思っています。 

 一番やっぱり私が心配しているのは、現場

の取り締まりに当たる警察官の人たちが、非

常に捜査がしにくくなるというか、取り締ま

りがしにくくなるということが、やっぱりこ

れは警察のそういう権限を持っている中で、

これは非常に厳しく受けとめていただかなけ

ればならぬというふうに思うんですよね。 

 本会議の警察本部長の答弁の中でも、いろ

いろな研修がなかなか響いていないとか、一

人一人の職員に届いてないとか、いろんな要

因があったと思うんですが、そういう中でも

比較的平成22年以降はゼロだったわけで、あ

る程度は、この飲酒に関しては、組織的な統

制は私は効いていたんだろうと思うんです

ね。だから、ちょっと今回の、しかも質問を

する準備をしている最中に逮捕ということ

で、非常に残念に思ったわけです。 

 いずれにしても、この現場の警察官への影

響というのがやっぱり出てるんじゃなかろう

かと思いますが、その辺はどうかということ

が１つと、それから、再発防止でいろんな取

り組みをやるということでありますけれど

も、私は本会議場でも申し上げましたけれど

も、やっぱり第三者的ないろんなアドバイス

をいただかないとだめだというふうに思いま

す。 

 公安委員会からいろいろ指導を受けている

というような答弁があったんですが、公安委

員会も、飲酒とかそういった不祥事の専門家

が集まっているわけじゃありませんので、そ

ういう意味では、いろいろな学識者も含め

て、そういった人から話を聞いていただかな

きゃいかぬというふうに思いますので、その

辺の今後の取り組みということに対して、ど

うお考えなのかという、この２つをお聞きし

たいと思います。 

 

○木庭首席監察官 現場の仕事がやりにくく

なるということは、今回の事案で――交通部

長もいらっしゃいますけれども、まだ私のほ

うにはそういう報告は入っておりませんけれ

ども、ただ、私も交通分野は非常に長いんで

すけれども、こういう事案があった後は、や

っぱり現場の取り締まりで悪態をつかれるこ

と、再三再四ありました。そこはじっと我慢

してやるしかないということでやってまいり

ました。今回も、多分現場では、そういう悪

態をつかれるシーンは必ずやあっているんじ

ゃなかろうかと思っております。 

 それから、第三者的なアドバイスですけれ

ども、先ほど申しましたけれども、ふだんか

らお酒をやや多量に飲むといいますか、ちょ

っと量が多い方については、そういった専門

の先生がいらっしゃいます。そういった専門

の先生のお話あたりも本人に聞かせて、そし

て自分の飲酒の問題点について気がついても

らうというようなことも考えております。 

 以上でございます。 

 

○大西一史委員 一応そういう取り組みにつ

いてやっていただくということですが、それ
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と、もう１つ、ふだんお酒を――さっき小杉

委員のほうからもお話がありましたけれど

も、飲む方というのは、大体ある程度傾向と

いうか、やっぱりわかると思うんですよね。

本当にお好きな方というのは、どれだけでも

飲んで気持ちよくなるということですので、

それを組織全体でお互いに注意し合うという

ことですよね。 

 そういう意味では、県警は、私今回の質問

をする中で、組織全体のきずなを高めるとい

うことを非常に重視してやってこられてたと

いうことで、私は、それはある程度効果があ

って、余り出なかった部分があるのかもしれ

ないなというふうには思うんです。 

 ただ、今後、その辺もぜひ強化していただ

いて、これはやっぱり厳罰化だけではなかな

かおさまらぬということもありますので、そ

ういう組織全体のきずなとか、そういうコミ

ュニケーションですね。これは人間関係が希

薄化すればすれほど孤立していって、どんど

ん誰も注意をしなくなるというようなことに

なっていくと思いますので、これはこれ以上

答弁要りませんけれども、その辺をぜひ重視

してやっていただきたいということをお願い

しておきます。 

 

○山口ゆたか副委員長 今警察本部のほうか

らさまざまな声を聞くことができたんです

が、教育委員会においても、やはりさまざま

――今組織という言葉が出てきたと私は思っ

ております。治安を守る組織、そして教育を

つかさどる組織として、今回教育委員会とし

ての不祥事もありましたけれども、今の警察

本部の答弁等々、考え方等々もしんしゃくし

ていただきながら、教育委員会においても、

もう一度組織という視点も持ちながら、教育

をつかさどる組織としての組織のあり方って

どうなんだというのもちょっと再考していた

だきたいと要望しておきます。 

 

○小杉直委員 関連して。 

 これは要望ですけれども、誤解のないよう

にちょっと補足しておきますが、私は警察組

織で自浄作用が十分あると思いますし、３千

数百人の警察官の中でたった１人の不心得者

が全体の信用とか威信を傷つけたということ

ですから、第三者に委託して、これを今後再

発防止云々という考えはありません。もう組

織の中で、自浄作用で今後取り組んでいただ

いて、それで達成することができると私は思

っておりますので、誤解のないよう言うとき

ます。 

 

○浦田交通部長 交通部のほうから、取り締

まりの関係について若干御報告させていただ

きたいと思います。 

 確かに、交通取り締まりは、ふだんから違

反者の方からばり雑言を浴びせられる中で、

感情的になることなく、冷静に切符を処理し

て、交通事故防止につなげているということ

でございます。 

 今回の飲酒運転の事案に関しましても、そ

れで仕事が特にやりにくくなったというのは

まだ聞いておりませんけれども、現場の声と

しては、いよいよ近々また飲酒運転取り締ま

り強化月間をやりますので、そのときに県民

の皆さんがどういう反応をされるかというこ

とだろうと思います。 

 飲酒運転の取り締まりにつきましては、い

きなりあなた飲酒運転ですよということでは

なくて、まず、御協力お願いしますというこ

とで、検知器とか出して息を吹きかけてもら

って、呼気にアルコールが入っているかどう

かと、そこから入るわけですから、いきなり

ばり雑言を浴びせられることはないと思いま

すけれども、こういう状況ですから、今後取

り締まり強化月間におきましては、よく現場

の者に言っておりますけれども、声なき声の

人の県民の期待があるんだと、飲酒運転防止

のためにやっているんだと、そういう自覚を

 - 33 -



第３回 熊本県議会 文教治安常任委員会会議記録（平成24年６月22日) 

持ってやってほしいと。そういうことで激励

をして進めております。交通部として、参考

まで。 

 以上です。 

 

○小杉直委員 わかりました。 

 

○城下広作委員 これはちょっと違う角度の

部分で、確認の意味で。 

 後で自転車のことがあるから自転車のとこ

ろでちょっと言おうと思ったんですけれど

も、アルコールを飲んで自転車に乗っても検

挙の対象だということは意外と知らないか

ら、意外と知らないというか、同じ罰則とい

うか、刑は重いですから。注意はありませ

ん、いきなり検挙ですから。これは勘違いを

されて、車だったらだめだけど自転車はオー

ケーという考えを持っていたら間違いだとい

うことは、これはしっかり理解しとかないと

危ないということは――多分、警察そうです

ね、自転車はだめですね。自転車に飲酒で乗

るというのはだめですね。 

 

○浦田交通部長 酒酔い運転というちょっと

ひどい場合になりますと、これは検挙の対象

になります。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○大西一史委員 33ページの組織犯罪対策、

特に暴力団対策についてのちょっとお尋ねを

したいと思います。 

 昨年の４月から県暴力団排除条例というの

が施行されて、先ほど御報告にもあったとお

り、県内全ての45市町村で条例が全部そろっ

たということで、ある程度の対策といいます

か、条例ベースでの対策というのはできてる

というふうに伺っているんですが、ただ、そ

の中でちょっとやっぱり気になっていること

がありまして、この45市町村のそれぞれの条

例の条文で、やっぱり若干差があるといいま

すか、いろいろと要件といいますか、そうい

ったものについて、その整備の中身ですね、

条例の条文の中身が、ちょっと整合がとれて

ない部分があるんじゃないかというふうな話

も聞いたことがあります。 

 それで、都道府県別でいろいろ調べます

と、都道府県でもやっぱり若干違いがあるん

ですが、特に県内でせっかく条例を県のほう

で施行したけれども、市町村でばらばらとい

うことではいかぬというふうに思うわけです

ね。 

 その辺の状況がどういうふうになっている

のか。私も、これは一般質問でやろうかなと

思ってちょっとお聞きしたので、若干伺って

はおるんですが、その45市町村の中で暴力団

排除の４項目というのがあるらしくて、例え

ば全ての公共工事なんかの契約というものを

対象としているかどうか、それから対象者が

いわゆる社会的に非難されるべき関係である

かどうか、それと下請再委託契約の排除規定

が整備されているかどうか、それから通報・

報告制度に関する規定が整備されているかど

うか、この４つの要点があるというんです

が、これらが整備されているところと整備さ

れてないところというのがあるというふうに

伺っていますが、その辺の状況をちょっと教

えていただきたいというふうに思います。 

 

○堀江刑事部長 今の点につきまして、私も

ちょっと勉強不足で若干まだ詳細に把握をし

ておりませんので、またそこは確認をしまし

て、正式に御回答はしたいと……。 

 

○大西一史委員 把握されていないというこ

とですが、もう恐らく多分担当の方は把握さ

れているんだろうと思います。大体24自治体

で、この４項目が整備されていて、全体の大

体53％らしいんですね。わかっていて聞くな

よという話なんですが、ただ、やっぱり皆さ
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んに知っていていただかないといかぬという

意味も込めて、実は質問させていただきまし

た。 

 ですから、やっぱりこういったことで――

後は、それ以外でも、この条例の条文とかそ

の要件を充足しているかどうかということと

同時に、県警とそれぞれいろんな協定である

とか合意をされるということですから、その

辺で一応カバーできるというふうには伺って

いるんですね。 

 だから、基本的には、条文を最終的にはき

っちりと大体全体合わせていただくというこ

とが必要だと思いますけれども、その辺での

整合性がとれてないということで、この取り

締まりなり何なりに影響が出ることはないと

いうことで受けとめとっていいんでしょう

か。 

 

○堀江刑事部長 その点につきましては、い

ろいろ申し合わせ書、そういった協定という

ものですね、また各市町村とも取り交わして

やりますので、漏れはないというふうにやっ

ていきたいというふうに思っております。 

 

○西郷警察本部長 御説明をさせていただき

ますけれども、県下の条例、市町村の条例が

若干規定のばらつきがあるということにつき

ましては、それぞれその自治体の御判断とい

うところもありますので、ある程度やむを得

ないところもあるのではないかというふうに

思います。 

 しかし、県警としましては、先ほどおっし

ゃいましたそれぞれの項目ができるだけ暴力

団対策に効果があるようにお願いをしている

ところでありまして、その方向は持っており

ます。しかし、それぞれの自治体の実情であ

りますとか、そういうお考えというのもある

程度尊重していく必要はあるかというふうに

は思っております。 

 

○大西一史委員 条例制定権というのは、そ

れぞれの自治体あるいは議会で定めることな

ので、それを侵害してはならぬと私もそう思

います。ただ、ある程度モデルとか逐条解説

とか、そういったことをきちっと県警なり警

察本部のほうでもされてるというふうに思い

ますので、その辺でやっぱり甘さが出ないよ

うにしないと、さっき御説明の中にもありま

したとおり、暴力団というのは、非常に巧妙

にこういう法の抜け道といいますか、そうい

ったものをくぐり抜けてくるということがあ

るというふうに思いますので、その辺はぜひ

徹底をしていただきたいということをお願い

しておきます。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにありませんか。 

 

○小杉直委員 資料の中でもよかですか、報

告事項。 

 

○溝口幸治委員長 今の主要事業の……。は

い。 

 

○小杉直委員 20ページがサイバー犯罪です

たいな。それから、59ページがサイバーテ

ロ。これに対して、県警は対応しておられる

わけですが、先般視察をさせていただいた

ら、科捜研の中にクリーンルーム、つまりＤ

ＮＡ鑑定とか、証拠保全とか――重要なそれ

は増設ということで今議会に出してあります

ので、それはそれで安心したわけですが、サ

イバー犯罪、サイバーテロをするところの捜

査員が、初めて行きましたが、約20名近くお

られたわけですな。それなりの機材が机にず

っと置いてあるわけですが、クーラーがない

んですね。これは県の財政に言わんといかぬ

ことでしょうけれども、どうですか、クーラ

ーを近い将来設置する方向に行くお考えにつ

いては答弁ができますか。 
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○赤星会計課長 その件については、毎年度

今の時期に各所属から要望調査をとりまして

やっております。いわゆる250万円以下の事

業費で対応する部分でございますけれども、

昨年度につきましては、各所属からの要望が

１億6,800万円程度、100項目程度上がってま

いりました。 

 その中で、生活環境課からは、サイバー室

の空調というのも実際上がっております。た

だ、残念ながら、当時は生活環境課の中では

優先順位が２番目でございまして、そういう

もろもろも勘案しながら会計課のほうで検討

し、優先順位を各所属振ってやったわけです

が、結果的には去年は予算措置はできません

でした。 

 そういうことで、今年度また各所属要望を

とりますので、その中で要望を受けまして、

先生方の御意見等を踏まえまして検討させて

いただきたいと考えております。 

 

○小杉直委員 わかりました。はい、結構で

す。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○山本秀久委員 今のに関連して、前に私は

聞いたことがあるけれども、警察の中でもど

うしても必要なところがあるらしいんです

ね、冷房が。暑くて、何かよく覚えとらぬけ

れども、必要な部屋が、どうしても冷房が欲

しい部屋があるというようなことを聞いとる

から、そういうところは優先的に要求したら

どうですか、警察として要求を。どうしても

捜査に支障が出ると言われたことが一回あっ

たんですよ。(「はい」と呼ぶ者あり)だか

ら、今関連して、小杉先生が言うように、や

っぱり警察の中でも、どうしても冷房、暖房

が必要なところがあるらしいんですよ。それ

を区分けして、要るところはやっぱり優先的

にしてやったらどうですか。 

 

○溝口幸治委員長 要望ですね。ほかに。 

 

○大西一史委員 １つ、５ページからずっと

６ページ、７ページということで、特に６ペ

ージの第６ですかね。大量退職・大量採用時

代への対応みたいな話がありました。４ペー

ジにありますかね、警察官の年齢構成比がか

なりいびつになっているということで、特に

35歳ぐらいから50歳ぐらいまでの間がへこん

でますよね。これは多分、県の事務職あたり

もそういうことでちょっと採用を抑制したが

ためにこういうふうになっているということ

があると思います。 

 その中で、退職警察官の活用ということで

すけれども、この辺でどのくらい埋めること

ができるのかということが１つ。 

 それと、やっぱりこれは中途採用みたいな

ことを結構事務職あたりではやっていると思

うんですが、その辺は警察官の場合はどうい

う扱いになるのか、それがちょっとよくわか

らないものですから、その辺を教えていただ

きたいということなんですが。 

 

○吹原警務課長 警務課長の吹原です。 

 正確な資料というものは持ち合わせており

ませんので、概要的なもので御説明いたしま

すと、確かに２極化が著しくなっている現状

ではあります。ただ、数年前の平均年齢が県

警の場合44歳でありまして、現在39歳という

形になって、大量退職に伴って若年層がかな

りふえてきているという現状の今過渡期にあ

るのかなということであります。 

 いびつな構造は、確かにおっしゃるとおり

に、採用の予定数であったり組織がだんだん

大きくなっていったりしたときに、増員もこ

こ10年で280名とか若い人が入ってきていま

すので、構成上、今がちょっといびつな形に

なっているかなと。間もなく、大量退職の時
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代が終わっていきますのが平成32年ぐらいで

すので、それから正常な形といいますか、あ

るべき形のほうに近づいていくのではなかろ

うかと思います。 

 それと、退職警察官の活用状況についてで

すけれども、１つは再任用制度というものが

ございます。もう一つは、実務伝承官制度と

いう。現状は、警務部長のほうから説明があ

りましたように、ことしの場合、28名が再任

用、実務伝承官の場合が９名と。これも実務

伝承官の場合は、非常勤職員として、基本的

に警察官としての仕事、個々の単一の事件は

扱わずに、本人が培った技能伝承だけを指導

して伝授していくという形であります。 

 再任用の場合は、あくまで実員、定員の中

の１名ということで、現場で60を超えても、

その方々が現場で警察官と同じような仕事を

していくということで、いずれにしても、し

ばらくの間は、いかに伝承的なものをやって

いくか、現場の惜しまれる技能がある方を、

再任用の制度の活用と、それから非常勤とし

てのこのような実務伝承官というものを併用

しながらということになっていきます。 

 ただ、再任用も無制限なものではございま

せんので、定数管理上、余りにもその辺のと

ころがバランスを欠いてもいけませんので、

真にまだまだ健康で、やめるには惜しい方々

に対しては、再任用という形の中で希望し、

また、あるいは組織として残っていただくと

いう形のことを交渉しながら、毎年毎年その

数については日々検討していくという形にな

っていくのかなと思います。 

 それから、中途採用の関係につきまして

は、本年度も、サイバー犯罪捜査官、それか

ら心理判定員等々、それぞれの枠を募集して

おります。サイバー、語学、それから臨床心

理の関係、こういったものを、やっぱり適宜

後継者の育成という観点から、節目節目とい

うか、何年置きにという必要とされるような

ときに、その年度の採用予定の中に入れなが

らと。計画的に織り込んでいるという状況で

はございません。 

 以上です。 

 

○大西一史委員 今説明で大体わかりました

けれども、なかなかこれは財政的な事情もあ

りますから、もう無制限にどんどんどんどん

警察官をふやすということはできない。た

だ、そういう中でも、比較的警察官の採用に

関しては、議会でもいろいろ予算がついてい

るとおりでして、ある程度ニーズが高いとい

うこともあって、されてるところがありま

す。そういった年齢構成がいびつになること

で組織全体が非常に態勢がとりにくくなると

いうことがないように、その辺は留意をして

いただきたいということをお願いしときま

す。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 なければ、主要事業等に

関する質疑を終了いたします。 

 続いて、本委員会に付託された議案等を議

題とし、これについて審査を行います。 

 まず、教育委員会、それから警察本部の順

に説明を求め、質疑については、それぞれの

説明の後に受けたいと思います。 

 それでは、教育委員会から説明をお願いい

たします。 

 教育政策課、田中課長。 

 

○田中教育政策課長 教育政策課でございま

す。  

 まず、教育委員会所管の平成24年度６月補

正予算の総括的な説明を申し上げます。 

 お手元の説明資料、平成24年度補正予算等

の１ページをお願いいたします。 

 補正を計上した事業は、教育政策課、学校

人事課、社会教育課、施設課、高校教育課、
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義務教育課、体育保健課、７課の一般会計に

係る事業でございます。補正額は、合計27億

6,000万円余の増額をお願いしております。 

 以後、関係課から、本資料とあわせて、別

添に補足資料というのを差し上げております

ので、これに基づき説明させていただきま

す。 

 それでは、教育政策課から御説明いたしま

す。 

 本資料は２ページ、その次のページになり

ます。補足資料は、１ページの上段でござい

ます。 

 本資料で、まず、教職員人事費でございま

す。1,786万4,000円の増額をお願いしており

ます。 

 これは、説明欄に記載の教職員住宅建設事

業費につきまして、廃止住宅の処分に要する

解体工事費等の経費を計上しているものでご

ざいます。 

 次に、教育政策課の本資料で９ページに飛

びます。飛ばしていただきまして、債務負担

行為の説明をさせていただきます。補足資料

のほうは最後のページ、22ページになりま

す。 

 債務負担行為、事務機器等賃借に係る債務

負担行為の設定でございます。 

 これは、県の教育センターで使用いたしま

すパソコン等のリース料といたしまして、平

成25年度から29年度の５年間分の8,354万円

を計上しているものでございます。 

 教育政策課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○栁田学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 説明資料の２ページの下段をお願いしま

す。 

 教職員人事費でございます。６億5,842万

円余の増額をお願いしております。 

 事業費は、説明欄のところにありますよう

に、１つが管理運営費の障がい者就労支援事

業でございます。２つ目が児童手当等でござ

います。 

 補足説明資料の１ページをお願いします。 

 まず、最初の障がい者就労支援事業でござ

いますが、598万4,000円を増額お願いしてお

ります。 

 事業目的としましては、県立学校に非常勤

職員として障害者を雇用しまして、校内にお

けるさまざまな業務に従事することによりま

して、就労に向けて必要な能力や各種技能の

習得を図り、就労につなげるというものでご

ざいます。 

 事業内容のところを見ていただきますと、

募集、雇用の方法につきましては、あらかじ

め県教育委員会が配置する学校を決定いたし

まして、公共職業安定所等で公募の上、雇用

をしたいというふうに考えております。 

 職務内容につきましては、データ入力等の

事務作業、あるいは校内実習等における補助

的な業務、農作物へのかん水・散水、農場等

の除草等でございます。 

 今年度は、10名雇用する予定にしておりま

して、25年度が20名、26年度が30名というこ

とで、毎年度10名ずつふやしていく予定にし

ております。 

 補足説明の２ページをお願いします。児童

手当でございますけれども、６億5,244万円

余の増額をお願いしております。 

 これは、教職員等に支給する児童手当等の

うち、当初予算では平成24年６月支給分のみ

を計上しておりましたので、残り10月と２月

に支給する分を今回計上いたしております。 

 以上でございます。よろしく御審議をお願

いします。 

 

○石川社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料については３ページ、それから補

足説明資料についても３ページをごらんくだ
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さい。 

 まず、社会教育総務費でございますが、54

0万7,000円の増額でございます。 

 まず、１番の社会教育諸費の(1)社会教育

関係団体補助でございますが、これは、社会

教育の振興及び団体の育成を図るため、社会

教育関係団体が実施する事業に対し、事業費

の一部を補助するための経費でございます。 

 (2)の社会教育関係九州地区大会等補助で

ございますが、これは、ことし８月に熊本県

で開催されます第63回九州地区公民館研究大

会熊本大会に係る経費の一部を補助し、社会

教育の振興発展を図るための経費でございま

す。 

 補足資料については、４ページのほうをお

開きください。 

 (3)の青少年教育施設管理運営費でござい

ますが、これは、県立天草青年の家の地下タ

ンクの改修に要する経費でございます。 

 次に、図書館費でございますが、1,214万

4,000円の増額でございます。 

 １、管理運営費の(1)貴重資料調査・研

究・活用等推進事業でございますが、これ

は、県立図書館が保有する古文書について、

未整理となっております相良文書や細川藩時

代の武家の文書等を初めとする貴重資料に係

る保存対策及び将来の研究、活用に資するた

めの目録化等に要する経費でございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○小田文化課長 文化課でございます。 

 資料の10ページの上段をお願いいたしま

す。 

 平成23年度熊本県一般会計繰越明許費繰越

計算書の報告ですが、社会教育費として154

万9,000円をお願いしております。 

 その内容は、熊本城整備、具体的には馬具

櫓、続塀の復元でございますが、この補助金

が１件でございます。平成23年度当初予算で

計上しておりましたが、この整備を承認する

国の専門委員会が延期して開催され、事業着

手がおくれたため、事業費の一部につきまし

て平成24年度に繰り越すものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○後藤施設課長 施設課でございます。 

 資料は４ページでございます。補足資料

は、５ページから７ページとなっておりま

す。 

 ４ページ、資料１段目の学校建設費でござ

いますが、県立高等学校の施設整備などに要

する経費といたしまして18億8,244万5,000円

をお願いしております。 

 このうち、主な内容につきましては、右欄

にありますように、学校施設の整備に伴う文

化財の発掘調査や耐震化に要する費用でござ

います。 

 次に、資料２段目の特別支援学校費でござ

いますが、県立盲・聾学校、支援学校の老

朽・危険施設改修などに要する施設整備費を

お願いしております。 

 以上、施設課計といたしまして、19億3,53

5万7,000円を計上しております。 

 続きまして、繰越明許費繰越計算書の報告

について御説明申し上げます。 

 資料の10ページ、下の段をお願いいたしま

す。 

 高等学校費、特別支援学校費でございます

が、国の第３次補正に伴う事業を２月議会で

補正したこと、それから学校行事や授業など

により工事期間の調整を行ったこと、また、

工法の選択に当たり不測の日数を要したこと

などによりまして繰り越しを行ったものでご

ざいます。 

 高等学校費につきましては、上から下３段

目まで、それから特別支援学校費につきまし

ては、その下の段、合計しまして15億2,474

万2,941円を繰り越しております。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく
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お願いいたします。 

 

○上川高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料は５ページ、補足説明資料のほう

は８ページからになります。よろしくお願い

します。 

 本説明資料の上段の教育指導費につきまし

ては、1,699万5,000円の増額をお願いしてお

ります。 

 １の学校教育指導費の(1)「夢への架け

橋」進学支援事業は、進学等の高校生の夢の

実現を支援するため、教員の教科指導力と専

門性のさらなる向上を図るものでございま

す。補足説明の８ページのところの事業内容

にありますように、教員向けの研修会や講演

会、先進校派遣などを実施いたします。 

 (2)の高校生の留学促進事業は、高校生に

留学支援金を支給することで、外国語運用能

力と国際感覚を備えたグローバルな人材の育

成に資するための経費でございます。 

 次に、２の(1)のがんばる高校生県表彰事

業は、あらゆる活動等で他の模範となる高校

生を表彰することで、夢のある教育の実現を

図るための事業でございます。 

 (2)のスクールソーシャルワーカー配置モ

デル事業は、494万9,000円を計上しておりま

す。 

 現在、小中学生を対象に配置されています

スクールソーシャルワーカーを新たに高校生

にまで拡大するため、県立高校に１名をモデ

ル的に配置するものでございます。これによ

り、その効果や今後の展開、可能性について

検証してまいります。 

 次に、２段目の教育振興費でございます

が、4,868万1,000円の増額をお願いしてお

り、１の産業教育設備費は、農業、工業、商

業などの専門高校における産業教育に伴う実

験実習に必要な備品を購入するための経費で

ございます。 

 次に、３段目の学校建設費でございます

が、2,634万1,000円の増額をお願いしており

ます。 

 １の県立高等学校施設整備費は、水俣高校

及び水俣工業高校の再編統合により新設した

水俣高校に必要な施設を整備するための経費

でございます。 

 以上、高校教育課におきましては、9,201

万7,000円の増額をお願いしております。御

審議のほどよろしくお願いをいたします。 

 引き続き、よろしいでしょうか。 

 次に、資料の12ページをお願いいたしま

す。 

 第17号議案として、専決処分の報告及び承

認について提案しています。 

 これは、熊本県育英資金の返還金に関して

行った知事の専決処分に関するもので、13ペ

ージに記載しております債務者に対する訴え

の提起に係る専決処分について本議会におい

て報告し、承認をお願いするものでございま

す。 

 当課では、育英資金返還金の未収金対策の

一つとして、平成22年度から、長期滞納者に

対する法的措置として支払い督促の申し立て

を行っておりますが、先般県が行った支払い

督促に対し、債務者から異議が出されまし

た。異議が出された債務者については、資料

の12ページの２の専決処分の理由にあります

ように、民事訴訟法の規定により支払い督促

の申し立てのときにさかのぼって訴えの提起

があったものとみなされ、訴訟に移行いたし

ます。 

 このため、議会で御審議いただく時間がな

いことから、知事の専決処分といたしました

ので、これを本議会に報告し、承認をお願い

するものでございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○緒方義務教育課長 資料の６ページをお願
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いします。補足資料は、12ページ、13ページ

になります。 

 教育指導費304万6,000円の増額をお願いし

ております。 

 まず、(1)の「かがやけ！肥後っ子」事業

でございますが、毎年九州各県持ち回りで開

催している九州国公立幼稚園会研究大会の第

53回大会が、今年度は熊本県での開催となり

ます。本事業は、大会への助成金10万円でご

ざいます。 

 次に、(2)の地域と共に創る熊本版コミュ

ニティ・スクール推進事業でございます。 

 熊本版コミュニティ・スクールを推進する

ため、指定校の実践研究を行うための経費と

して126万1,000円を計上しております。 

 補足資料は13ページになります。 

 最後に、(3)の英語授業改善検討事業でご

ざいます。 

 本事業は、子供たちの英語力のうち、特に

読む力を育てるために独自の読み物教材の作

成に向けて検証を行うもので、168万5,000円

を計上しております。 

 なお、読み物の題材としては、ことし３月

に配付した道徳教育用郷土資料「熊本の心」

を活用したいと考えております。 

 義務教育課分については以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○城長体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 説明資料の７ページをお願いいたします。 

 まず、上段の保健体育総務費でございます

が、959万7,000円の増額をお願いしておりま

す。 

 主な事業でございますが、まず、右側説明

欄の１の(3)の子どものこころの健康づくり

支援事業でございます。 

 補足説明資料では、16ページになります。 

 本事業は、美里町をモデル地区として、い

じめや不登校等、メンタルヘルスに関する課

題や、その要因となる発達障害などの課題の

解決を図るため、地域の学校、家庭、専門医

等が連携し、児童生徒の心の健康づくりに取

り組む体制の整備を図ることを目的に実施す

るものでございます。 

 次に、説明欄(4)の実践的防災教育総合支

援事業でございます。 

 補足説明資料では、17ページになります。 

 本事業は、天草市をモデル地区として、緊

急地震速報受信システムを活用した防災訓練

など実践的な防災教育を行うことで、児童生

徒がみずからの命を守り抜くため、主体的に

行動する態度を育成することを目的に実施す

るものでございます。 

 両事業とも、文部科学省の委託事業として

実施するものでございます。 

 次に、中段の体育振興費でございますが、

1,202万1,000円の増額をお願いしておりま

す。 

 主な事業でございますが、説明欄の２の

(3)総合型地域スポーツクラブ育成支援事業

でございます。 

 補足説明資料では、20ページになります。 

 本事業は、総合型地域スポーツクラブの指

導者、スポーツ推進委員等の地域スポーツの

推進に寄与する人材育成と資質の向上を図

り、身近にスポーツを親しむ環境をつくると

ともに、スポーツを通して県民の健康で活力

ある生活を営む環境づくりに寄与することを

目的に実施するものでございます。 

 最後に、下段の体育施設費でございます。

失礼いたしました。８ページでございます。 

 主な事業でございますが、説明欄の１の

(1)藤崎台クスノキ群安全対策事業でござい

ます。 

 補足説明資料では、21ページになります。 

 昨年９月に、藤崎台県営野球場敷地内の国

指定天然記念物であるクスノキ群７本のうち

１本から枯れ枝が落下するという事態が発生
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いたしました。その後、全ての木について調

査しましたところ、同様に落下の危険性のあ

る枯れ枝が数十カ所、そのうち、特に大きな

枝が２カ所あることが判明いたしておりま

す。この２カ所につきましては、落下すれば

来訪者等にけがを負わせる可能性があるな

ど、特に影響が大きいと考えられたことか

ら、来訪者等の安全を確保するために今回撤

去を実施するものでございます。 

 以上、体育保健課におきましては、総額3,

601万8,000円の増額をお願いしております。 

 続きまして、資料11ページをごらんいただ

きたいと思います。 

 繰越明許費繰越計算書の説明でございま

す。 

 保健体育費として2,473万8,088円、教育災

害復旧費として1,035万5,000円の繰り越しを

お願いしております。 

 両事業は、昨年６月に発生しました藤崎台

県営野球場の西側崖面の崩落箇所の復旧及び

その周辺の崩落防止工事を施行するものでご

ざいます。昨年度の11月補正予算で計上した

事業でございますが、工法等の検討により実

施設計に日数を要し、工事の施工期間の確保

ができなかったことにより年度内の執行が困

難であったため、繰り越したものでございま

す。 

 体育保健課につきましては以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○溝口幸治委員長 説明が終わりましたの

で、質疑を受けたいと思います。質疑はあり

ませんか。 

 

○大西一史委員 まずは、学校人事課にお尋

ねします。 

 障害者の就労支援事業ということで予算が

上がっておりますが、これは県立学校の非常

勤職員として障害者を雇用するということで

すが、そもそも教育委員会の障害者の法定雇

用率というのは非常に低かったような気がし

ます。非常勤職員ということではありますけ

れども、この事業をすることによって法定雇

用率にどういう影響があるのかというのを教

えてください。 

 

○栁田学校人事課長 23年６月の時点で障害

者の法定雇用率が1.65％になっています。こ

れは２％以上がクリアという数字ですので、

これは人数で換算しますと37名ほど不足をし

ている状況でございます。 

 今回、３年後には届きませんけれども、毎

年10人ずつぐらいふやしていって、30名ぐら

いはこちらのほうでカバーできればというふ

うに考えております。 

 

○大西一史委員 学校現場で障害者を雇用す

るというのは、なかなかこれは難しい面があ

るというのは私も以前いろいろ調べた中で承

知はしておりますが、できる限り――法定の

ものをクリアしてないというのはやっぱり問

題ですので、こういう事業を活用して、ぜひ

法定雇用率の達成に向けて頑張っていただき

たいというふうにお願いしておきます。 

 それと、もう１点よろしいですか、委員

長。 

 

○溝口幸治委員長 はい。 

 

○大西一史委員 スクールソーシャルワーカ

ーについて、高校教育課のほうで新しい事業

として配置モデル事業が出ています。これ

は、モデル的に県央地区、湧心館高校に１名

配置ということですが、何で湧心館高校を選

定したのかというのが１つ。 

 それから、これは１名ですけれども、これ

はまずモデル事業でありますから、今年度検

証して大体効果があるということであれば、

来年度以降、当然ふやしていくという方向で
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あろうかと思います。 

 ただ、先ほど小杉委員のほうからもお話が

ありましたとおり、義務制のほうでやっぱり

なかなか国の補助がつかないということもあ

って、なかなか難儀したということもありま

すので、この予算的な財政的な裏づけの部分

というのを、今後どういうふうに考えていく

のか。 

 この２点をお聞きしたいと思います。 

 

○上川高校教育課長 まず、スクールソーシ

ャルワーカーのモデル配置として今年度湧心

館高校に配置する件でございますが、御案内

のとおり、湧心館高校は、全日制……(「マ

イクをこっちに向けんな」と呼ぶ者あり)失

礼しました。湧心館高校は、全日制と定時制

と通信制という全ての課程を有しております

ので、さまざまな課題を抱えた子供たちのモ

デルケースとしてはふさわしいというふうに

判断したところでございます。 

さらに、地理的要因といたしましても、モ

デル的なケースでございますので、検証する

教育委員会としても、検証するときに検証し

やすい条件であるというふうには考えており

ます。 

 スクールソーシャルワーカーが子供たちの

背景にありますいろんな環境とつながってい

くときに、やっぱり時間的な問題もございま

す。勤務時間が定刻であると、なかなか家庭

に入っていくということも難しくなります

が、これが定時制の高校ですと、その動き

も、ほかの拠点校として、ほかの学校にかか

わっていく場合も利便性があるのではないか

ということも、また同時に考えておるところ

でございます。 

 それから、もう１点は、今後のことでござ

いますが、ぜひ今年度しっかりと検証をし

て、その必要性について、あるいはその効果

について、私どもも検証してまいりたいと。

その結果として、もちろん拡充する方向で今

考えておるところでございます。一気にとい

うことではなくて、順次ということになろう

かと思いますが、国の予算の動きもございま

すし、それもにらみながら、今後拡充の方向

ではいきたいとは思っております。 

 

○大西一史委員 今、なぜ湧心館高校かとい

うことの説明がありまして、それは理解しま

した。それと、もう１つ、財政面も、いろい

ろある中でも拡充していきたいという方向で

考えておられるということも確認できまし

た。 

 これは、義務制のスクールソーシャルワー

カー、今現在、多分17名ほどいらっしゃると

いうふうに思います。これも各教育事務所に

それぞれ配置をされておられて、それぞれの

学校に行っておられる。ただ、やっぱり時間

的な制約もある、それから地理的な要因もあ

るということで、なかなかやっぱり大変のよ

うです、現場の声を聞くと。 

 この義務制とその県立高校でのスクールソ

ーシャルワーカーというのが別々じゃなくて

も、私は、これは連携しながら十分活用でき

ると思うんですね。だから、ただ単に人数だ

けをふやせばいいという問題ではなくて、既

に経験を持っているスクールソーシャルワー

カーの人たち、特に中学校あたりを見ておら

れる方は、逆にいえば高校生までカバーでき

る可能性もやっぱりありますから、それと今

既に配置されているスクールソーシャルワー

カーの方々との連携といいますか、活用とい

うのも、ぜひ図っていただきたいということ

をお願いしておきます。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 なければ、続いて警察本

部から説明をお願いいたします。 

 赤星会計課長。 
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○赤星会計課長 それでは、予算関係議案に

つきまして、お手元の説明資料に基づいて御

説明いたします。なお、補足資料、Ａ４版の

縦長も配付しておりますので、あわせてごら

んいただくようお願い申し上げます。 

 まず、説明資料１ページをお願いいたしま

す。 

 第１号議案、平成24年度熊本県一般会計補

正予算(第１号)の警察費についてでございま

す。 

 初めに、警察本部費で１億9,680万5,000円

の増額をお願いしております。 

 これは、中学生以下の児童を持つ職員に対

する児童手当の支給に要する経費であり、当

初予算に計上しておりません本年10月以降に

支給されます手当の経費を計上しているもの

でございます。 

 次に、装備費の補正額として961万4,000円

を計上しております。 

 これは、ヘリコプター維持管理費として機

体の振動解析装置を購入する経費と、災害警

備対策費として災害警備対策の拠点施設とな

ります警察本部総合指揮室の指揮官用モニタ

ーを設置するための経費でございます。 

 なお、災害警備対策費につきましては、知

事のマニフェストにあります「災害に負けな

い熊本」に関連する事業として、幸せ実感推

進枠で実施する事業でございます。 

 次に、警察施設費の補正額１億5,052万8,0

00円は、警察施設の整備及び維持管理に要す

る経費でございます。 

 警察施設整備費(単独事業)につきまして

は、老朽化の著しい駐在所、宿舎等の新築整

備、改修工事等を行うものでありまして、内

容は、菊池警察署西寺駐在所及び旭志駐在

所、加えまして小国警察署黒川駐在所、これ

らの新築工事など補足資料に列挙しておりま

すとおりでございます。 

 次に、県有資産活用推進事業は、未利用の

用地売却のための測量委託等に必要な経費

で、対象施設は熊本南警察署富合町新駐在

所、新は字名でございますけれども、ここや

熊本東警察署旧託麻交番、これらのものであ

りまして、これも補足資料に列挙しておりま

す。 

 次に、新熊本東警察署庁舎等整備事業は、

昨年９月議会で工事請負契約締結について御

承認いただきました熊本東警察署等の新築工

事において、埋設物等の解体工事、これら変

更工事のために必要となる経費でございま

す。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 警察活動費の補正額３億7,542万9,000円

は、警察各部門の運営及び交通安全施設整備

に必要な経費でございます。 

 右側の説明欄１の一般警察運営費につきま

しては、重要備品等整備費として、補足資料

に列挙しておりますとおり、警察車両、執務

用椅子及び指紋用画像処理装置の更新に要す

る経費を計上しております。 

 説明欄２の生活安全警察運営費は、犯罪の

ない明るく住みよい社会の実現に寄与するこ

とを目的として、防犯活動支援、広報啓発事

業等を推進しております熊本県防犯協会連合

会の各種事業に対する補助金でございます。 

 説明欄３の刑事警察運営費の(1)刑事企画

調査費につきましては、取り調べの可視化に

資する取り調べの録音・録画装置、これを整

備するものでございます。 

 次に、(2)の捜査基盤の強化については、

初動捜査支援システムの更新に伴う設置工事

等を行うものでございます。 

 (3)犯罪科学捜査活動の充実は、ＤＮＡ型

鑑定を行うためのクリーンルームを充実する

ための経費でございます。 

 ＤＮＡ型鑑定を行う際には、ごみ、ほこり

等がなく、温度、湿度、これらが一定に保た

れた清潔な空間であるクリーンルームで作業

を行う必要があります。現在、クリーンルー
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ム１室で運用しておりますが、狭隘化、鑑定

件数等増加に対応し、迅速、的確な鑑定を図

るため、２室に充実するものでございます。 

 説明欄４の交通警察運営費は、運転免許を

受けた方などの利便の増進を目的として、自

動車安全運転センターが行う交通違反者等に

対する累積点数通知業務等の事業を実施する

ための人件費でございます。これに対する補

助金でございます。 

 説明欄５の交通安全施設費は、安全で円滑

な交通環境を確立するため、信号機や道路標

識・標示といった交通安全施設等の整備充実

に必要な経費でございます。 

 主な内容は、信号機の新設及び改良、大量

更新時期を迎えた老朽信号柱の更新、節電対

策としての信号灯器のＬＥＤ化、これらであ

りまして、これも補足資料に列挙のとおりで

ございます。 

 なお、整備場所につきましては、現在検討

中のものもあり、これら交通規制に関する公

安委員会の意思決定もまだ行われておりませ

んことから、現在のところ申し上げることが

できない状況でございますので、御了承お願

いいたします。 

 以上、平成24年度６月補正の予算総額は７

億3,237万6,000円となり、増額補正後の平成

24年度警察費歳出予算総額は392億6,403万3,

000円となります。 

 以上です。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 報告第１号、平成23年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についてでござい

ます。 

 今回は、地域企画調査費で346万5,000円の

繰り越し設定をお願いしております。 

 これは、熊本市の政令指定都市移行に伴

い、通信指令システムを改修するものであり

ますが、政令指定都市移行日後に同システム

の地図や住所データ上に５つの区名を反映さ

せる調整作業が必要であったことから、平成

24年度へ繰り越しを行ったものでございま

す。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○吹原警務課長 警務課長です。 

 それでは、第12号議案、熊本県警察の職員

の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についての条例案について御説

明いたします。 

 改正の内容は、条例案文等説明資料の５ペ

ージから８ページになります。 

 委員長、副委員長の御承認を得まして、卓

上のほうにＡ４１枚の資料を配付させていた

だいておりますので、それに基づいて説明さ

せていただきたいと思います。 

 その資料を説明いたします。 

 熊本県警察職員の特殊勤務手当につきまし

ては、現在、23種類、28区分の特殊作業に対

する規定がなされております。この中で、第

27号作業として、銃器犯罪捜査従事手当とい

うものが規定されております。 

 現在の規定では、ここに表記しております

銃器を使用している犯人の逮捕、人質の救

出、犯罪現場での固定配置、暴力団の対立抗

争事件に伴う暴力団事務所の警戒等の作業が

支給の対象となっております。 

 今回改正をいただくのは、これに加えまし

て、いわゆる保護対策に伴う支給ということ

でございます。隣県の福岡での、22年から最

近まで、暴力団排除の運動に対しての、リー

ダーであったり企業の関係者に対する銃器を

使用したところのいろんな凶悪事件が発生し

ております。全国的な部分の中で、この動き

に対して、警察庁のほうで、24年度の地財計

画の中で予算措置をとりまして、この辺の保

護対策に伴う支給手当というものを一斉にと

いう形の通知を得ましてお願いしているとこ

ろでございまして、具体的には、暴力団員等

から危害を加えられるおそれがあると認めら
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れる者の直近や周辺に警察官の配置指定を行

う、その人の身辺の安全の確保のための警戒

措置、これに従事する警察官に対しての支給

ということで、新たに追加をお願いするもの

であります。 

 以上でございます。 

 

○木庭首席監察官 首席監察官です。 

 報告第７号議案、専決処分について御報告

いたします。 

 資料は、９ページから12ページになりま

す。 

 この専決処分の報告は、県警の公用車の交

通事故に係る損害賠償事案の和解及び損害賠

償額の決定に関するもので、今回は資料記載

の10件について報告させていただくもので

す。 

 それぞれの事故の概要は９ページ以降に記

載のとおりでありますけれども、内容的に

は、人身交通事故が３件、物損交通事故が７

件となっております。 

 なお、番号２の人身事故につきましては、

おととし、平成22年７月の深夜、熊本市北区

四方寄町の国道３号上で発生したもので、警

ら中の北署員が周辺の不審者警戒に気をとら

れまして中央線をはみ出し、対向してきた普

通乗用車と衝突し、相手車両に乗車されてい

た８名の方全員が負傷された事故でありま

す。負傷された８名の方のうち、７名の方に

つきましては、さきの２月議会までに和解が

成立し、２月議会等で報告しておりましたけ

れども、今回残りの１名の方とも和解が成立

したため、報告するものでございます。 

 その他の事故につきましては、緊急走行中

で現場臨場中のものとか、あるいは暴走族の

取り締まり中などに発生したもので、いずれ

の事故も県警が加入しております任意保険で

対応しております。 

 県警では、こういった公用車による交通事

故を１件でも減少させていくために、本年３

月、公用車交通事故防止総合プラン２０１２

という施策を新たに作成しまして、若手警察

官を対象とした運転実技訓練を強化するな

ど、公用車事故の実態に即したさまざまな対

策に取り組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、質疑を受けた

いと思います。質疑はありませんか。 

 

○小杉直委員 この補足資料の２ページ目、

ＤＮＡ型鑑定に必要なクリーンルームの増設

工事に関する経費、これについては、先ほど

私は質問の中で、もう既に上程されて認めて

いくような話をしましたが、今の補正予算の

中で出てきましたので、改めてこっちのほう

で了承の賛成をするということで訂正してお

きます。 

 それから、その上の取り調べの可視化に資

する取り調べの録音・録画装置の整備に要す

る経費、５台ですな。これはどうしても設置

せんといかぬですかね。 

 

○堀江刑事部長 これにつきましては、警察

庁のほうから試行の拡充というようなこと

で、取り調べの可視化についてもうちょっと

対象範囲を広げてというようなことで通達文

等が来ておりまして、現状が本部と一部所属

しかありませんので、これを積極的にやるに

はやはり――現在県警では、ブロック署とい

いまして、それぞれのブロックに、天草であ

るとか、阿蘇であるとか、そういったブロッ

ク署を設けておりまして、そこに最低１台は

ないと、やはりそういった拡充ということに

対応できないというようなことで、一応５台

をお願いしたいということであります。 

 

○小杉直委員 よその警察の一部とか、警察

庁の一部では、取り調べについての行き過ぎ

とかが、まあ事実かどうかはわかりません
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が、マスコミで取り上げられて社会問題化し

とるですたいね。熊本県警においては、そう

いうことは今まで一切あっておりませんし、

今後もなかろうと思いますから、この可視化

に対する録音、録画をする必要がありますか

な。本部長どがんですか。 

 

○西郷警察本部長 お答えいたします。 

 この可視化のための録音・録画装置の整備

というのは、今でも５台備えて実施している

わけでありますが、この可視化に関してはい

ろんなお考えがあるかとは思うのですが、県

警察としましては、何と言いましょうか、こ

の取り調べの結果を、録画、録音によって、

さらに証拠的に補強して強化していくという

ふうな立場で使っていきたいということであ

りまして、必ずしも何でしょうか、全ての取

り調べを可視化といいますか、録画、録音し

ていくということで、これをお願いしている

わけではありません。 

 今言われますように、県警察では、これま

で取り調べの中におきまして問題があったと

いうことはないわけでありますが、この録

画、録音された記録を、現状の取り調べの調

書などの証拠をさらに補強する、そういう意

味で使用対象を広げていきたいという、そう

いう考えでございます。 

 

○小杉直委員 もう３年ぐらい前ですかね、

前警察庁長官の吉村さんという方だったと思

いますけれども、全国の25万人の警察官に成

りかわって主張すると言って、文藝春秋に５

ページにわたって、これでは捜査ができない

というような、この可視化について反論され

ておりましたし、最近のやっぱり警察の人、

あるいはＯＢの人の意見の論調を見てみます

と、これによってやっぱり捜査力が落ちると

か捜査に対する意欲がなくなる心配をすると

いうふうな文面も拝見しておりますが、５

台、やむを得ぬとでしょうばってんが、しぶ

しぶ賛成する方向ですが、余りふやさぬごて

一応要望しときます。 

 もう１点、この警察施設整備費の老朽化の

著しい駐在所、宿舎等の新築整備、改修工事

を行うための経費、これ以外に耐用年数が過

ぎとる駐在所が何カ所もあるというふうに情

報をキャッチしておりますが、いかがです

か。 

 

○赤星会計課長 おっしゃるとおり、耐用年

数を過ぎている駐在所があります。 

 

○小杉直委員 先ほど、この文教治安委員会

の重鎮でもあるんですが、議会の重鎮の山本

先生が、何か施設とか予算について遠慮なし

に要求するようにとおっしゃっておりました

ので、これはとても貴重な発言でございます

から、ひとつ委員長等とも必要とあらば話し

合って、必要な予算要求は今後は頑張ってく

ださいよ。(「はい」と呼ぶ者あり) 

 ただ、用心せんといかぬとはですな、この

分を要求したことによって全体の警察の予算

が削られるという懸念もありますから、そう

いうことのないような予算要求を、ひとつ山

本先生とか委員長さんたちと話し合いながら

進めていただくように、これは要望でござい

ます。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに。 

 

○大西一史委員 交通安全施設費が２億7,00

0万ほどついてまして、大体内訳について

は、箇所づけについての内訳は言えないとい

うことでありましたけれども、この信号機新

設とか改良とか更新とかって、特に老朽信号

の更新であるとかＬＥＤ化というふうにこれ

書いてあるんですが、老朽信号というのは、

大体どのくらいのものをいうのか、定義とい

うか。 

 それと、あと優先順位をどういうふうに決
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めていくのかという、この辺をちょっと――

箇所づけが言えないのであれば、どういう基

準で、そういうふうに新設なり更新なりをし

ていくお考えなのか。 

 それから、あとは、今後相当、更新が必要

なものが出てくるというような報道が以前あ

っておりましたけれども、その辺の状況につ

いてどうかということをお聞きしたいと思い

ます。 

 

○奥田交通規則課長 老朽化の一般的な判断

定義を申し上げます。 

 信号機は、信号の柱、それから上に乗って

おります灯器、明かりのことですが、それか

らコンピューターの制御によります制御器と

いうふうに分かれますけれども、柱について

は、40年を経過したコンクリート柱を一般的

に老朽したものと判断しています。 

 そのほか、年１回の点検を行っております

が、その点検で、ひびが割れてるとか、当て

逃げされたとか、特殊の事情があるものも、

それもまた老朽化の交換の範囲に含めており

ます。 

 それから、制御器につきましては、異常の

ないものでも19年を経過したものは一応老朽

化として交換の対象といたしております。 

 それから、明かりですね。信号灯器につき

ましては、一般的に20年以上経過したものを

するようにいたしております。 

 以上が大体の定義でございます。 

 

○大西一史委員 あと、もう一つは、今後、

その優先順位をどうやって決めるかといった

ら、この定義によって決めるということです

ねということの確認が１つと、それからもう

一つは、要は今後対象となるのが大体何本ぐ

らいあるのかということですが、わかる範囲

で結構ですけれども。 

 

○奥田交通規則課長 更新のペースでござい

ますが、一斉に変えるほどの予算的な措置は

ございませんので、先ほど年１回の点検と申

し上げましたが、点検の都度、同じ老朽化と

申し上げても老朽化の程度がございますの

で、早急に変えるべきほど老朽の激しいもの

から更新の優先度が上がっていくということ

でございます。 

 それから、どのくらいの数が、今滞留とい

いますか、残っているかといいますと、制御

器で申しますと430ぐらい。これは１つの交

差点に１つは必ずついておりますので430交

差点分ぐらい。それから、信号機の柱ですと

130本ぐらい。それから、信号の３色灯器で

すね、それから歩行者用の２色灯器を含めて

5,000以上というふうにお答えを……。 

 

○大西一史委員 この点に関しては、結構地

域からの要望が、やっぱりあれこれ我々もよ

く要望を聞くんですが、その辺で、何でここ

はつかんとだろうかとか、何でここはかえて

くれんとだろうかとか随分あります。これは

やっぱり定義とか優先順位をきちっとしてい

ただいて、予算措置はなかなか財源これあり

ますから難しいですが、さっき山本先生が力

強い発言をおっしゃったけれども、こういっ

たものを、やっぱりある程度皆さんが納得で

きるような整備を、ぜひお願いしたいという

ことを要望しておきます。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 なければ、これで議案等

に関する質疑を終了いたします。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第12号及び第17号について、一

括して採決したいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 異議なしと認め、一括し
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て採決いたします。 

 議案第１号外２件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外２件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が１件あっており

ます。 

 それでは、教育政策課田中課長、報告をお

願いいたします。 

 

○田中教育政策課長 今議会に提案していま

す幸せ実感くまもと４カ年戦略(案)、これに

つきまして、これは総務常任委員会での付託

審議となっておりますけれども、県政全般に

関する取り組みを記載しておりますので、当

常任委員会においても、その概要と関係部分

について、県警本部分もあわせて、私のほう

から御報告させていただきます。 

 なお、幸せ実感くまもと４カ年戦略(案)に

つきましては、議案として別途お配りさせて

いただいております。本日は、その概要につ

いて、お手元の資料、Ａ３の資料、３ページ

の資料によって説明させていただきます。 

 それでは、Ａ３版の資料の１枚目、幸せ実

感くまもと４カ年戦略(案)の概要という欄を

お願いいたします。 

 今回の４カ年戦略の全体構成と内容をまと

めた資料でございます。左上の策定の趣旨に

ありますように、本戦略は、これまでの成果

と課題、本県を取り巻く社会情勢を踏まえま

して、県民が幸せを実感できるくまもとの実

現に向けた本県の取り組みの基本方針として

策定するものでございます。 

 第１章で、前４カ年戦略の成果と課題、第

２章で、人口減少と少子高齢化を初めとした

本県を取り巻く社会情勢の変化等を記載して

おります。 

 第３章では、それらを踏まえて、戦略の基

本目標である「幸せを実感できるくまもと」

を目標として掲げますとともに、その実現に

向け、「活力を創る」｢アジアとつながる」

｢安心を実現する」｢百年の礎を築く」という

４つの取り組みの方向性と目指す姿を示して

おります。 

 また、資料の右側でございます。 

 第４章といたしまして、この実現に向け推

進する取り組みを戦略１から15の戦略として

体系化しております。 

 さらに、第５章では、４カ年戦略の着実な

推進といたしまして、実行性の確保、各分野

の個別計画と一体となった県政推進、地域の

視点に立った戦略の展開などを上げていま

す。 

 実行性の確保では、戦略の具体化に向けた

財源の確保とわかりやすい指標による進行管

理等について記載しております。 

 個別計画と一体となった県政推進では、幸

せ実感くまもと４カ年戦略と県議会でこれま

で議決いただきました各個別計画等が一体と

なって県政全体を推進するということにして

おります。 

 また、地域の視点に立った戦略の展開とい

たしまして、政令指定都市誕生後の県内各地

域の将来像、いわゆるビジョンで示した各地

域の将来像や取り組みの方向性に沿って、そ

れぞれの地域と意見交換等を行い、必要とさ

れる事業の検討や具体化に取り組んでいくと
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いうこととしております。 

 次に、２枚目の資料、施策体系表をお願い

いたします。 

 これは、先ほど説明いたしました第４章の

幸せを実感できる熊本の実現に向け推進する

15の戦略と構成する75の施策をまとめたもの

でございます。 

 説明は、県警本部と教育委員会に関する箇

所のみとさせていただきたいと思いますけれ

ども、まず、県警に関するところといたしま

しては、左下から右上にあります取り組みの

方向性「安心を実現する」目指す姿「いつま

でも楽しく、元気で、安心して暮らせるくま

もと」というところの戦略９に記載しており

ます、右側のページでございます。 

 戦略９「人が人として互いに尊重される安

全安心な熊本」の中に記載しております。県

民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現

に向け、県民の身近な場所で発生する犯罪の

予防や暴力団の根絶等に向けた取り締まりを

強化するとともに、飲酒運転根絶に向けた啓

発活動や高齢者の交通安全対策を効果的に推

進するなど、安全、安心な社会の構築に向け

た取り組みを進めていきますということで、

この戦略９の２の中でうたっているところで

ございます。 

 次に、教育委員会に関する部分でございま

す。 

 こちらは、取り組みの方向性「百年の礎を

築く」目指す姿としまして「誇りを持ち、夢

の実現に挑戦するくまもと」の中でうたって

おります戦略12の中で、悠久の宝の継承とい

うところで、加藤・細川400年の歴史・文化

を初めとした熊本の歴史・文化の磨き上げ、

継承を図っていくこととしております。 

 戦略15、こちらは「夢を叶える教育」とい

うところで、子供たちがどのような環境にあ

っても学ぶことを楽しみ、夢に挑戦し、夢を

かなえることができるよう、夢を育む教育を

進めていきます。また、熊本の歴史・文化な

どを理解し、郷土への誇りを育むなど、夢を

広げる教育の展開を図り、熊本の発展を支

え、九州、日本、そして世界を支える人材を

育てるという取り組みを行っていきます。こ

れらの戦略に沿った取り組みを進めること

で、幸せが実感できる熊本の実現を目指して

まいります。 

 次に、３枚目の資料でございます。 

 ４カ年戦略に掲げた施策等の進行管理を行

いますとともに、その進捗状況を公表するた

めに戦略ごとに設定した指標の一覧でござい

ます。15の戦略に対して、54の指標と23の補

足的な指標、合わせて77の指標を設定してお

ります。 

 戦略４の県内への新エネルギー導入量な

ど、一部個別計画での指標設定に合わせて設

定予定の指標もございますが、参考としてい

ただければと思います。 

 なお、戦略の策定に当たりましては、30日

間パブリックコメントを実施いたしまして、

８団体55個人から多くの御意見をいただきま

した。このことは県民の期待のあらわれだと

思っておりまして、幸せを実感できる熊本の

実現に向け、全庁一丸で取り組んでまいりた

いと考えております。 

 報告は以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、質疑を受けた

いと思います。質疑はありますか。 

  （｢ありません」「なし」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 ありませんね。これで報

告に対する質疑を終了いたします。 

 ほかに何かありませんでしょうか。 

 

○大西一史委員 さっき埋蔵文化財のことで

ちょっとお尋ねしようとした件ですが、きょ

うの報道でも、ＪＲの高架化工事がずれ込む

おそれがあるというようなことで、予定地に

埋蔵文化財があるからというような報道があ

っています。 
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 これは、当然この辺の地域を工事するわけ

ですから、ある程度この文化課のコメントで

もあるとおり、この文化財調査は当初から織

り込み済みのはずだったろうというふうに思

うんですね。この辺を、土木部と一体どうい

う協議を文化課のほうでしてこられたのかと

いうことと、今回こういうＪＲサイドからの

話があっていますが、やはり文化課としての

見解が、このおくれるということは影響ない

んじゃないかという見解ですけれども、そう

いう見解でいいのかどうかをちょっと一回確

認させてください。 

 

○小田文化課長 けさの新聞にそういう報道

がなされておるわけですけれども、実は、こ

の高麗門があるというのがわかりましたの

は、昨年の７月の試掘調査といいますか、こ

れで正式に初めてわかったんです。 

 実は、土木のほうと一番初めに協議を始め

ているのは、平成19年ぐらいにお話ありまし

て、当時わかっていたのは、永青文庫等の古

地図に高麗門というのがこの位置に書かれて

おる。そうすると、あとは写真ですね。写真

で高麗門がこの地域にあったと。そのとき

に、そういう事実をお伝えしまして、それぐ

らいのときから恐らく土木のほうは認識され

たんじゃないかなと。 

 しかし、現実的にはっきり出たのは昨年の

７月でございます。ですから、昨年の７月以

来、土木部都市計画課と文化課、何回にもわ

たって協議をいたしまして、その当時は、大

まかな工程表だろうと思いますけれども、そ

ういう中で終期というのはわかっております

ので、文化財の発掘調査をどのような形で入

れていくのかというようなことを大まかな形

で話し合いをしてきているということでござ

います。 

 ただ、今現在は我々が専門家を招集いたし

まして、この高麗門の学問的な価値が何であ

るかという検討委員会を実施して、これは近

世熊本を知る上で欠くことのできない熊本城

と同等の遺跡であるというような価値づけを

していただきまして、それを今土木にお返し

して、文化財は県民の共有財産ですので、で

きるだけ守ってもらいたいという気持ちはご

ざいますけれども、しかし、一方では、この

新幹線にかかわる高架事業というのは公共性

の一番大事なものですから、その設定終期が

おくれるということはあってはならないから

ということで、今土木のほうとまた協議をし

ておるような段階。 

 ただ、文化財を保護するために、今土木の

ほうではどういう工法があるのかというのを

まだ検討中だと聞いておりますので、そうい

うものがはっきりしてきますと、どういう形

で発掘調査を入れるのかと、どういう力添え

ができるのかと。 

 私としては、今申し上げたとおり、最終工

期ができるだけ守れるような、調査のほうも

そういうやり方、方法を考えていきたいとは

思っております。 

 以上でございます。 

 

○大西一史委員 とにかくおくれないように

ということですが、去年の７月に正式にはわ

かったと。ただ、平成19年から大体予見がで

きたということですよね、これは。というこ

とは、そういう意味ではやっぱり見込みが―

―私は、これは文化課に言ってもしようがな

いんですが、土木部の見込み、あるいはＪＲ

の見込みは、もう少し幅広く想定しておくべ

きではなかったのかというふうに思います。

やっぱりこれは駅周辺整備も含めて大きな工

事プロジェクトでありますから、これはもう

ぜひ工期はおくれないようにしていただきた

いということです。 

 それと同時に、この埋蔵文化財の発掘調査

等々については、これは予算を多少多くつけ

てでも、この人件費をふやすとかいろんなこ

とをすることによって急ぐことは可能である
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のだろうと思いますが、それはどうでしょう

か。 

 

○小田文化課長 今の委員の御意見ですが、

それは予算の関係もございますけれども、例

えば１つの班でやっておるのを２班でやると

か、あるいは部分的に民間に委託をして工期

を短縮するとか、予算の関係もありますが、

そういう方法論はあると思います。 

 

○大西一史委員 じゃあ、今そういうお話で

すので、その辺、予算的なものは財源がある

とはいえ、工夫ができるのであれば、ぜひ工

夫してやっていただきたいことをお願いして

おきます。 

 

○溝口幸治委員長 ちょっと１点確認ですけ

れども、その保護するのは第一義的には県で

すか、それとも熊本市ですか。そこだけ教え

てください。 

 

○小田文化課長 これは全国共通だと思いま

すが、文化財が所在する市町村。これが、第

一義は、この文化財を保存すべき責務がある

と思います。 

 

○溝口幸治委員長 市ですね。県民の共有財

産とおっしゃったので、県がかなと思ったも

のですから。はい、わかりました。 

 ほかにありませんか。 

 

○小杉直委員 その他で、もう最後と思いま

す。 

 委員長と各委員の皆さんに御報告と承認を

いただきたいと。 

 先ほど説明のあった県警資料の３ページ

に、御承知のとおり、九州で１番の警察官の

負担人口ですね、612名。全国平均は501名。

全国平均にするためには661名をふやさんと

いかぬ。現実には年に３名とか７名なんです

ね。 

 それで、確かに本部長の報告があったとお

り、刑法犯の認知件数が８年連続下がったと

か、交通事故の死傷者が７年連続下がったと

いいますけれども、これはやっぱり歴代の本

部長を中心とした県警の頑張りと県民の協力

と県議会の理解と協力ということだろうと思

うんですが、これに甘えとってはいかぬもん

ですけんね。ひとつ今回も警察官の定員を増

員してほしいという意見書を政府に出してい

ただきたいと、委員長、思いますが、いかが

でしょうか。よございますか。(溝口幸治委

員長「はい」と呼ぶ)そんなら、もう既につ

くらせましたので、案文を配って、委員長に

採決をお願いして……。 

  （事務局から意見書(案)を配付）    

○溝口幸治委員長 それでは、今お配りして

おります意見書をごらんいただきたいと思い

ますが、定期的に出しているということと、

今小杉委員から御説明があったということ

と、きょう県警からも御説明がありましたの

で、もう皆さん方十分御理解をいただいてい

ると思います。 

 それでは、この意見書を委員会提出議案と

して本会議に提出したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 御異議なしと認めます。

よって、この意見書(案)により議案を提出す

ることに決定いたしました。 

 ほかに何かありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 なければ、以上で本日の

議題を全て終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして、第３回の委

員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。ありがとうございまし

た。 

  午後２時50分閉会 
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